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序     文 
 

フィリピン共和国では妊産婦死亡と乳幼児死亡を減少させるための取り組みが長年実施され

てきています。しかし、2000 年に国連で採択されフィリピン共和国を含む 189 カ国が署名してい

るミレニアム宣言において設定されたミレニアム開発目標（MDG）のうち目標 4（子どもの死亡

率の減少）と目標 5（妊産婦の健康の改善）の達成も危ぶまれる状況にありました。 
東ビサヤ地域は首都マニラの南東に位置し、サマール島及びレイテ島を主とした大小の島々で

構成されます。東ビサヤ地域母子保健サービス強化プロジェクト実施前の妊産婦死亡比はフィリ

ピン共和国において 7 番目、乳児死亡率は 5 番目に高く、リスクの高い出産が多いにもかかわら

ず、有資格の保健医療従事者による出産介助や施設における分娩の割合は低い水準にとどまって

いました。こうした現状のなかで、分娩介助、妊産婦健診や産後健診といったサービスを提供す

る施設の整備、緊急産科･新生児ケアのサービスを提供できる医療従事者の確保は、東ビサヤ地域

における母子保健プログラムの優先課題とされていました。こうした背景のなかで、本プロジェ

クトは、その先駆的な役割を果たした母子保健プロジェクト（2006 年 4 月～2010 年 3 月）の成果

を継承して、プロジェクトの成果を地域内の他州にも広げるべく、2010 年 7 月から 4 年間の予定

で開始、その後 2013 年 11 月に発生した台風ヨランダの被害を受け、プロジェクト期間は 2 年間

延長され、2016 年 7 月まで実施される予定です。 
プロジェクト終了まで約半年という地点にさしかかり、JICA は活動の進捗状況、成果の達成状

況を評価するとともに、プロジェクト終了後の持続可能な発展の可能性とその後の留意点等を検

討する目的で、終了時評価調査を 2016 年 2 月 8 日から 2 月 23 日まで実施しました。本報告書は

その調査結果を取りまとめたものです。 
本調査の実施にあたりご協力を賜りました保健省、レイテ州、オルモック市政府関係者並びに

保健分野援助機関担当者各位ほか、関係者の皆様に対して深い謝意を表しますとともに、プロジ

ェクト終了までの一層のご協力をお願いする次第です。 
 
平成 28 年 4 月 
 

独立行政法人国際協力機構 
フィリピン事務所長 伊藤 晋 
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調査結果要約表 
 

１． 案件の概要 

国名：フィリピン共和国 案件名：東ビサヤ地域母子保健サービス強化プロジェクト 
分野：保健医療 援助形態：技術協力プロジェクト 
所轄部署：フィリピン事務所 協力金額：5.1 億円 
協力期間：2010 年 7 月 15 日～ 
2016 年 7 月 14 日（6 年間） 

先方関係機関：保健省本省、保健省東ビサヤ地域局、レイ

テ州保健局、オルモック市保健局 
日本側協力機関：特になし 

１－１ 協力の背景と概要 

フィリピン共和国（以下、「フィリピン」と記す）においては、約半数の出産が第 4 子以上で

あることや前回の出産との間隔が 24 カ月以内であるなど、少なくとも一つのリスク要因を伴う

とされている。2006 年の家族計画調査によれば、妊産婦死亡比は出生十万当たり 162 となっ

ており、1998 年の国家人口保健調査（National Demographic and Health Survey：NDHS）の 172
と比較して若干減少しているものの、今後減少が大幅に加速されないかぎり 2015 年までのミレ

ニアム開発目標（Millennium Development Goals：MDGs）達成（出生十万当たり 52）は無理で

あるとの見解が支配的である。一方、5 歳未満児死亡率は過去 15 年の間に出生千当たり 55（1988
～1992 年）から 34（2003～2007 年）へと、また乳児死亡率は同 34 から 25 へと減少傾向が認

められ（NDHS、2008）、保健省（Department of Health：DOH）では今後、新生児の死亡を抑え

ることで、MDG である 5 歳未満児死亡率 21 が達成可能であるとみている。こうしたなかで保

健省は、母子保健プログラムを最優先課題として、分娩ケアの質向上に焦点を絞った意欲的な

母子保健政策（MNCHN 政策=Maternal, Neonatal and Child Health and Nutrition：AO No.2008-0029）
を発表し、活動の強化を図っている。 

東ビサヤ地域は首都マニラの南東に位置し、サマール島及びレイテ島を主とした大小の島々

で構成される。妊産婦死亡比は 7 番目、乳児死亡率は 5 番目に高く、乳児死亡の約半分は生後

7 日以内の新生児死亡が占めている。リスクの高い出産が多いにもかかわらず、有資格の保健

医療従事者による出産介助や施設における分娩の割合は低い水準にとどまっている。こうした

現状のなかで、分娩介助、妊産婦健診や産後健診といったサービスを提供する施設の整備、緊

急産科･新生児ケアのサービスを提供できる医療従事者の確保は、東ビサヤ地域における母子保

健プログラムの優先課題である。 
こうした背景のなかで、本プロジェクトは、その先駆的な役割を果たした母子保健プロジェ

クト（2006 年 4 月～2010 年 3 月）の成果を継承して、有資格の保健医療従事者（医師、看護師、

助産師）の出産立ち会いによる施設分娩が増加し、地域の政策決定者を巻き込んだ住民活動が

活性化し、ひいては基礎的緊急産科・新生児ケア（Basic Emergency Obstetrics and Newborn Care：
BEmONC）やサービスの質が改善され、妊産婦死亡の減少につながることを目標としている。

本プロジェクトは、保健省東ビサヤ地域局（Department of Health Regional Office Ⅷ：DOH 
RO8）をカウンターパート（Counterpart：C/P）機関として、4 年間のプロジェクトとして実施

されていたが、2013 年 11 月 8 日に東ビサヤ地域を襲った台風ヨランダの被害により、プロジ

ェクトは 2 年間延長され、2010 年 7 月より 2016 年 7 月まで（6 年間）の予定で実施されている。

 
１－２ 協力内容 

（1） 上位目標 
対象地域における妊産婦死亡比と新生児死亡率が減少する。 
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（2） プロジェクト目標 
対象地域において安全な分娩及び産前産後のケアを受ける妊産婦及び新生児が増加する。

 
（3） アウトプット 

1）BEmONC サービス提供施設、または MNCHN 行政令を実践する施設が増加する。 
2）公共部門の保健医療従事者の BEmONC/MNCHN サービス提供に係る専門技術が向上する。

3）保健省東ビサヤ地域局及び州・市保健局の BEmONC/MNCHN サービスのマネジメントが

強化される。 
4）対象施設の保健区域においてコミュニティ健康チーム（Community Health Team：CHT）

が組織化され、運営される。 
5）対象施設の保健区域において、妊婦（とその家族）による BEmONC/MNCHN サービス利

用に対する地方自治体の支援が強化される。 
 
（4） 投入（評価時点） 

＜日本側＞ 
専門家派遣： 6 名（計 98.99MM） 
ローカルコスト負担：約 5,708 万円 
研修員受入れ： 12 名 
供与機材： 約 2,780 万円 

＜フィリピン側＞ 
C/P 配置： 約 141 名、執務室提供、現地活動費負担等 

２． 評価調査団の概要 

調査団： 担当分野 氏 名 所 属 
＜日本側＞ 
団長/総括 吉田 友哉 JICA 人間開発部保健第二グループ  

保健第三チーム 課長 
技術参与 尾崎 敬子 JICA 人間開発部 国際協力専門員 
評価計画 伊藤 亜紀子 JICA 人間開発部保健第二グループ  

保健第三チーム 主任調査役 
評価計画 伊月 温子 JICA フィリピン事務所 
評価分析 林  美和 日本国際協力システム 
＜フィリピン側＞ 
 メイリン・ベルトラン フィリピン保健省 国際協力局 局長 
 ジョセリン・ソシト フィリピン保健省 国際協力局 

調査日程： 2016 年 2 月 8 日～2 月 23 日 評価種類：終了時評価 
３． 評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（1） 成果の達成状況 
成果 1「BEmONC サービス提供施設、または MNCHN 行政令を実践する施設が増加する」：

すべて達成されている。 
＜指標 1-1＞すべての対象施設（レイテ州：18 町保健所、1 地区病院、1 町病院、 オルモ

ック市：5 地区保健所）が BEmONC サービスを提供する：達成 
プロジェクト対象の 25 施設に BEmONC 研修を受講した医療従事者がおり、必要な施設
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や機材及び救急搬送へのアクセスが設備され BEmONC サービスを 24 時間提供している。

 
＜指標 1-2＞すべての対象施設（レイテ州：18 町保健所、 オルモック市： 5 地区保健所）

が妊産婦ケア・パッケージ（Maternity Care Package：MCP）施設の認証を受けている：達

成 
全 25 対象施設が MCP 及び妊産婦ケア・パッケージ・プラス（MCP＋）認証を受けてい

る。 
 
成果 2「公共部門の保健医療従事者の BEmONC/MNCHN サービス提供に係る専門技術が向

上する」：達成されている。 
＜指標 2-1＞すべての BEmONC チーム・メンバー（医師、看護師、助産師）が BEmONC
研修を受講する：達成 

27 チーム（81 名）が BEmONC 研修を受講した。 
 

＜指標 2-2＞対象施設の全助産師（レイテ州： 108、オルモック市：12） が「助産師のた

めの妊産婦と新生児の健康に係る能力向上研修」を受講する：おおむね達成 
助産師版の BEmONC 研修を 120 名に対して実施した。健康上の問題や資格の問題で 2

名が研修を中断したため、最終的に 118 名が研修を修了した。 
 

＜指標 2-3＞研修の結果、受講者（保健医療従事者）の 80％ が満足のいく専門技術レベル

を維持する：達成 
研修を受講した保健医療従事者の 90％が知識テスト、81％がパルトグラフ、88％が技術

テストで満足のいく専門技術レベルを維持している。 
 

＜指標 2-4＞保健省が東ビサヤ地域医療センター（Eastern Visayas Regional Medical Center：
EVRMC）を BEmONC 研修施設として認定する：達成 

EVRMC は 2011 年 5 月に保健省より正式に BEmONC 研修センターとして認証を受け、

2011 年 11 月より BEmONC チーム研修を実施している。 
 
成果 3「保健省東ビサヤ地域局及び州・市保健局の BEmONC/MNCHN サービスのマネジメ

ントが強化される」：部分的に達成されている。 
＜指標 3-1＞妊産婦の報告死亡症例の 80％が州・自治体間保健連携ゾーン（Inter-Local 
Health Zone：ILHZ）及び市レベルにおいて検討される：おおむね達成 

レイテ州における妊産婦死亡症例検討は 76.5％（2015 年）と 80％に達しなかったが、プ

ロジェクト終了時には達成されることが見込まれる。 
 

＜指標 3-2＞新生児の報告死亡症例の 20％が州・ILHZ 及び市レベルにおいて検討される：

達成 
新生児死亡症例検討は、レイテ州で 20.5％、オルモック市で 28.6％（2015 年）と目標値

20％を達成した。 
 

＜指標 3-3＞妊産婦新生児死亡症例検討の提言とアクションプランが保健医療施設に周知

される：部分的に達成 



iv 

レイテ州の議事録の作成率及び議事録の配布率は低く、今後改善していく必要がある（オ

ルモック市は議事録の作成率・配布率は共に 100％となっている）。今後、症例検討会で合

意された事項を共有し、アクションにつなげるためにフォローアップしていくための制度

を確立すべきである。 
 

＜指標 3-4＞町保健所/地区保健所において MNCHN/BEmONC サービス提供のモニタリン

グ・ツールが活用される：達成 
保健省の MNCHN モニタリング・ツールを基に、サポーティブ・スーパービジョン

（Supportive Supervision：SSV）のチェックリストが作成され、SSV 実施時に全施設で使用

されている。 
   

＜指標 3-5＞地域及び全国レベルで少なくとも 10 回プロジェクトの成果と教訓についての

プレゼンテーションが行われる：達成 
合同調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）11 回、中間普及フォーラム 1 回、

国際会議 3 回、ILHZ 合同理事会 3 回、複数回の開発パートナー会議で発表を実施している。

 
＜指標 3-6＞町保健所/地区保健所で回収されたレファラル票の割合が増える：達成 

レファラル票の回収率は 12％（2012 年）から、20％（2015 年 12 月）に改善した。しか

しながら、リターンスリップの使用（受入時スリップ及び戻り用のスリップの両方）に関

しては今後さらに改善されることが望まれる。 
 

＜指標 3-7＞すべての対象町保健所/地区保健所に母子手帳が配布される：達成 
保健省が策定した母子手帳の改訂と現地語（ワライ語、ビサヤ語、タガログ語）の翻訳

版の作成がなされ、保健省東ビサヤ地域局は 2011 年から毎年（2013 年を除く）母子手帳

の印刷と配布を全施設対象に行っている。 
 

＜指標 3-8＞サポーティブ・スーパービジョン（SSV）の実施率が 100％になる：おおむね

達成 
SSV の年間実施率はレイテ州で 89％、オルモック市で 90％（2015 年）となっており、

100％には達していないが、2015 年第 4 四半期の実施率は 100％であり、今後の改善が見込

まれる。 
 

＜指標 3-9＞妊産婦・新生児死亡症例検討会（Maternal and Neonatal Death Review：MNDR）
の実施率が 100％になる：部分的に達成 

MNDR の年間実施率はレイテ州 ILHZ レベルで 28％、レイテ州レベルで 50％、オルモッ

ク市で 75％（2015 年）である。市州レベルの MNDR 実施率が 100％に達していない理由

はスケジュール調整の難しさ、また、ILHZ レベルではスケジュール調整に加えて、共同保

健信託基金（Common Health Trust Fund：CHTF）からの予算配分の遅れが主な原因となっ

ている。 
 
成果 4「対象施設の保健区域においてコミュニティ健康チーム（CHT）が組織化され、運営

される」：すべて達成されている。 
＜指標 4-1＞CHT ガイド修正版の有無：達成 
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2010 年に第 1 版の CHT ガイドブック及び CHT 研修教材の開発を行い、2011 年にプロジ

ェクト対象地域へ配布した。2014 年 10 月に保健省本省が実施する、ボランティアプログ

ラムと協調した内容にするため、CHT ガイドブックの改訂を行った。保健省東ビサヤ地域

局は東ビサヤ地域を対象に CHT オリエンテーションを実施した。 
 

＜指標 4-2＞訓練を受けた CHT の指導者数（レイテ州：36、オルモック市：10）：達成 
2011 年に保健省東ビサヤ地域局、レイテ州保健局/オルモック市保健局、町保健所/地区

保健所の職員 237 名を対象に CHT の指導者養成研修（Training of Trainers：TOT）が実施さ

れた。 
 

＜指標 4-3＞対象施設の管轄地域内の優先バランガイ（レイテ州：269、オルモック市：36）
で CHT のオリエンテーションが実施される：達成 

CHT オリエンテーションが優先バランガイにおいて実施され、レイテ州で 3,171 名、オ

ルモック市で 198 名の CHT が養成された。残りの CHT については、保健省東ビサヤ地域

局がオリエンテーションを実施した。 
 

＜指標 4-4＞サンプル・バランガイにおいて CHT がフォローした妊婦の 70％が出産計画を

持っている：達成 
CHT 月例報告書によると CHT がフォローした妊婦の出産計画保有率はレイテ州で

95.7％、オルモック市では 99.5％である。 
 

＜指標 4-5＞レイテ州のサンプル・バランガイの 60％、オルモック市のサンプル・バラン

ガイの 70％の CHT が活動を実施している：達成 
2015 年 12 月に実施された CHT 調査によれば、レイテ州で 65.1％、オルモック市では

89.7％の CHT が妊婦の家を訪問するなど活発に現場で活動を展開している。 
 

成果 5「対象施設の保健区域において、妊婦（とその家族）による BEmONC/MNCHN サー

ビス利用に対する地方自治体の支援が強化される」：すべて達成されている。 
＜指標 5-1＞オルモック市とレイテ州の対象町保健所のある町すべてにおいて MNCHN 関

連の政策（例：施設分娩、ユーザーフィー制度の条例、決議）が制定されている：達成 
2011 年 11 月の第 1 回合同理事会議で、母子保健関連の施設分娩、保険未加入者対象の

施設利用費の支払い、ボランティアへのインセンティブ支払いを定めた決議への合意がな

され、41 の全市町長（レイテ州 40、オルモック市 1）により署名された。第 2、3 回合同

理事会議において、その実施を促進するための決議がなされた。プロジェクトではこの決

議を基に、より法的強制力の強い、町ごとの条例の制定に向けて支援している。オルモッ

ク市においては、プロジェクト実施前より母子保健関連の条例が既に制定されている。 
 

＜指標 5-2＞オルモック市とレイテ州の対象町保健所のある町すべてにおいて CHT に係る

政策（条例、決議）が制定されている：達成 
CHT ボランティアへのインセンティブは、ILHZ ベースの母子保健関連の決議に含まれ

ている。 
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（2） プロジェクト目標の達成状況 
プロジェクト目標：「対象地域において安全な分娩及び産前産後のケアを受ける妊産婦及び

新生児が増加する」：おおむね達成されている。 
「対象地域における施設分娩の比率が 80％となる」（指標 1）及び「対象地域の妊婦の

45％が妊娠中に最低 4 回〔うち 1 回は第 1 期（妊娠 12 週まで）〕の妊産婦健診を受ける」

（指標 2）については達成された。しかし、「対象地域の産婦の 80％が最低 2 回産後健診を

受ける」（指標 3）については、2015 年のデータではレイテ州 72％、オルモック市 75％と

なり、わずかに目標達成に届いていないが、おおむね達成された。背景として、保健省の

保健サービス情報システム（Field Health Service Information System：FHSIS）では人口に全

国一律の定数をかけた値を推計妊婦数・褥婦数として、受診率算出の際の分母に用いてい

るが、終了時評価時点では FHSIS による数値が現状を十分に反映していない問題が指摘さ

れた。実際の分娩数を分母として算出し直すと、産後健診率はレイテ州で 98％、オルモッ

ク市では 99％となり、目標に達することが分かった。 
 
３－２ 評価結果の要約 

（1） 妥当性 
以下の政策とも合致しており、本プロジェクトの妥当性は高いと判断される。 
1） 「アキノ保健政策課題（Aquino Health Agenda）」において、国家保健政策「ユニバーサ

ル・ヘルス・ケア（Kalusugan Pangkalahatan：KP）」として、特に貧困層や僻地の住民

などが過大な経済的負担を被ることなく保健サービスを公平に受けられるようにする

ことを目的とした政策が策定されており、本プロジェクトはその政策とも整合してい

る。 
2） 保健省母子保健政策（MNCHN）において、妊産婦死亡率及び乳幼児死亡率の低減のた

め、保健改革を実施するとともに、特に熟練した保健医療従事者による施設分娩を奨励

している。また、保健省が実施する Hi-5（Universal Care High Impact Five）及び持続可

能な貧困防止プログラムにおいても、レイテ州は優先州に位置づけられており、本プロ

ジェクトはこれらの政策とも整合している。 
3） わが国の「対フィリピン国別援助方針」の三つの重点分野のうち、（2）「脆弱性の克服

と生活・生産基盤の安定」（保健医療などの分野におけるセーフティネットの整備）に

おいて合致している。 
 
（2） 有効性 

五つのアウトプットのうち、四つが達成されており、プロジェクトの有効性は高いと判断

される。 
1） レイテ州及びオルモック市の施設分娩率及び産前健診率はプロジェクト目標を達成し

た。産後健診率についてはわずかに達成には届いていないが、これは算出方法に問題が

あるためであり、実際の分娩数に基づき算出すると、プロジェクト目標は達成できると

判断される。 
2） 次の活動に掲げるメカニズムがプロジェクト目標の達成に貢献したものと考えられる。

－町保健所/地区保健所及び複数のバランガイ・ヘルス・ステーション（Barangay Health 
Station：BHS）には研修を受講した医療従事者が配置、必要な機材が設備され、BEmONC
施設として機能している。また、これらの保健医療施設はフィリピン健康保険公社

（Philippine Health Insurance Corporation：PhilHealth）の認証を受けている（成果 1 及
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び成果 2）。 
－ILHZ レベルの SSV 及び MNDR を通じた保健医療施設/行政施設における技術支援や

ネットワーキング（成果 3） 
－バランガイ・ヘルス･ステーション、町保健所、CHT による意識向上及びマスメディ

ア・キャンペーン（成果 4） 
－CHT によるコミュニティの世帯プロファイリング及び妊産婦（産前産後）の追跡、町

保健所/地区保健所及びバランガイ・ヘルス・ステーションにおける CHT に対するモ

ニタリング（成果 4） 
－地方自治体による決議/条例による、ILHZ を通じた施設分娩、SSV・MNDR・CHT の

促進 
3） プロジェクトが導入した、すべての保健医療施設レベルの BEmONC/MNCHN サービス

に係る包括的な品質管理体制の構築（具体的には SSV、MNDR、レファラル体制、CHT
によるコミュニティ・プロファイリング及び母子手帳を使用した妊産婦の追跡） 

 
（3） 効率性 

プロジェクトの投入は質、量、タイミングともに適切であり、成果達成のために活用され

ていることから、効率的であったといえる。調査団はインタビューを通じて次の意見を得た。

1） プロジェクトは他ドナーとの分野における明確な区別がなされたうえで実施されてお

り支援の重複はない。また定期的な情報交換やデータの品質管理チェックにおける連携

を行っている。なお、台風ヨランダ被災後には、本プロジェクトが開発した保健医療施

設の地図や母子手帳などの資料が他ドナーに提供され、重要な役割を果たした。 
2）JICA の支援スキームである、「台風ヨランダ災害緊急復旧復興支援プロジェクト」及び

日本での課題別研修を通じた協力もプロジェクト目標達成に貢献している。 
3） プロジェクトにより投入された供与機材のほとんどは効率的かつ成果の達成に貢献し

たが、EVRMC の研修機材のうち、新生児蘇生モデルや分娩台は有効活用されていない

との報告があった。 
 
（4） インパクト 

プロジェクトの実施により、以下の正のインパクトが認められた。 
1） レイテ州では当初対象施設となっていた町保健所は 18 カ所であったが、結果的にプロ

ジェクト活動は州全域で実施された。同様にオルモック市では 5 地区保健所のみが対象

施設となっていたが、6 地区保健所まで活動が広がりをみせた。プロジェクト対象地域

と対象外地域との差が生じないよう、保健省はレイテ州保健局及びオルモック市保健局

と連携し、他ドナーの支援も活用しながら、プロジェクト対象外地域への BEmONC 研

修の実施と機材供与を支援した。その結果、レイテ州の 95％及びオルモック市の 100％
の保健医療施設が BEmONC 施設となった。 

2） プロジェクトが開発した研修ガイドライン/マニュアル、資料等が東ビサヤ地域のプロ

ジェクト対象外州のみならず、コーディレラ地域においても新たに活動を導入する一助

となった。MNDR の実施についてコーディレラ地域やその他の地域からスタディツア

ーを受け入れた実績があるほか、MNDR マニュアルは他のドナーにも共有されている。

3） プロジェクトの C/P が国際会議等に出席することにより、本プロジェクトの成果を他地

域へと伝える場として機能した。 
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（5） 持続性 
本プロジェクトの持続性は C/P や対象施設が、現在の母子保健サービスの質を引き続き維

持することが可能であるため、高いと判断される。 
1） 制度面 

－レイテ州の全自治体町長による全母子保健関連の政策に係る決議（①施設分娩、②保

険未加入者対象の施設利用費制度、③ボランティアへのインセンティブの支払い）及

びその実施を進めるためのさらなる決議がなされた。オルモック市については既に母

子保健関連に関する条例が施行されていた。 
－保健省による CHT へのインセンティブの支払いが 2016 年に停止となったが、フィリ

ピン健康保険公社によるプログラム（Maternal Care Incentive Program：MCIP）によっ

て CHT へのインセンティブが母子保健サービスの実績に基づいて支払われるよう既

に幾つかの市町村で開始されている。また、保健省は CHT の機能をバランガイ・ヘル

ス・ワーカー（Barangay Health Worker：BHW）に統合して CHT 活動を維持できるよ

う計画している。 
－地方自治体首長により、MNDR、SSV、レファラル体制に関する決議/条例が署名され、

これらの活動が制度化されている。 
－保健省のイニシアティブを通じた、サービス提供ネットワーク（Service Delivery 

Network：SDN）の確立も、制度面における本プロジェクトの持続性の確保へ貢献して

いる。 
－2016 年 5 月の国内選挙による地方自治体首長の交代は、プロジェクト成果の持続性に

おける懸念材料となる可能性がある。 
2） 財政面 

－C/P 側のプロジェクト費用負担割合の段階的増加により、既に主なプロジェクト活動

に対する予算確保がなされている。 
－SSV に関しては、保健医療従事者のモチベーションも総じて高く、その重要性を認識

していることから、活動の持続性が期待されている。 
－フィリピン健康保険公社による町保健所・地区保健所に対する還付金支払いの増加は

財政面における持続性の担保となる。 
－保健省は地域内のレファラル体制をモニタリングするための予算を配分している。 

3） 技術面 
－BEmONC サービスに係る包括的な品質管理体制の確立により、保健医療施設における

BEmONC サービスの質はプロジェクト完了後も維持されることが期待されている。 
－レファラル体制については、レファラルスリップの回収に約 1 カ月要しており、レフ

ァラル結果を適切にフィードバックできていない保健医療施設があることが分かっ

た。そのため、レファラル・フローについては今一度見直し、改善していく余地があ

る。 
－保健省は SSV の結果をモニタリングするためのテクニカル・ワーキング・グループ

（Technical Working Group：TWG）を既に確立している。 
 
３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）台風ヨランダによるプロジェクトへの影響 
1）SSV は町保健所/地区保健所における保健医療サービスの早期回復に貢献した。 
2）多くの保健医療施設が損傷を受け、重要な文書や保健データを失ったが、本プロジェク
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トはこれらの保健医療施設へのデータ回復に寄与した。 
3）訪問した幾つかのバランガイにおける CHT 活動は、台風ヨランダの被害後も中止せず

妊産婦の追跡を行うなどの地道な活動が続けられた。 
4）保健省東ビサヤ地域局や州保健局の施設や事務機材にも被害が生じたが、プロジェク

トによる事務機材の供与、別 JICA スキームによる施設の改修は保健医療行政機能の早

期回復に貢献した。 
 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（1）台風ヨランダによるプロジェクトへの影響 
1）保健医療施設及び医療機材への被害は、機能が完全に回復するまでの間、BEmONC サ

ービスの提供に影響を与えた。 
2）台風ヨランダ後、保健医療従事者及び CHT の他地域への退避は、幾つかの地域におい

ては母子保健サービスの継続に影響を与えることになった。 
3）復興段階における開発ドナーによる保健医療従事者に対する研修の増加は、プロジェ

クト活動における C/P の参加を妨げた。 
 
３－５ 結 論 

本プロジェクトは MNCHN 戦略が特定するすべての必要な構成要素（コンポーネント）が、

丁寧かつ包括的に実施された結果、期待された目的を達成し、また必要な構成要素を制度化す

ることが地方分権化された体制においても可能であることを示した。フィリピンと日本の双方

の強いコミットメント、プロジェクト目標への相互理解により、プロジェクト活動は中間レビ

ュー以降も加速した。 
今次調査を通じて、プロジェクトの妥当性、有効性、効率性、持続性は高いと判断された。

プロジェクト終了後の持続性確保には、フィリピン側の強いオーナーシップが必要な役割を果

たしている。インパクトについては、標準化されていない上位目標の指標等の問題により、終

了時評価時点では判断できないが、多くの正のインパクトが確認された。 
 
３－６ 提 言 

プロジェクトは台風ヨランダの影響を受けながらも、当初設定された目標に対して順調な成

果を上げている。残りのプロジェクト期間でより効果を高めるために、以下の提言を取りまと

めた。 
 
（1）CHT 活動の継続性 

CHT 活動が維持できるよう、インセンティブについては地方自治体、もしくはフィリピン

健康保険公社の MCIP プログラム等を十分に活用すべきである。同時に、保健省が現在進め

ているバランガイ・ヘルス・ワーカーに対する CHT の機能の付与に関してもより一層充実さ

せていくべきである。 
MCIP プログラムは、住民に近い立場で（特に生殖可能年齢の女性たちに対し）活動して

いるという CHT の特性を生かし、課題である妊娠初期における第 1 回目の産前健診受診率

の向上に大きく貢献し得る。産前健診、施設分娩及び産後健診受診を徹底させるための CHT
へのインセンティブは、制度設計（支払いの設定、タイミング）を適切に行ったうえで、す

べての対象地域において、導入されることが期待される。 
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（2）MNDR の持続性 
EVRMC の産科専門医が MNDR の参加者に多くの学びを与えていることから、州保健局や

市保健局はスケジュール調整や EVRMC やその他郡病院・州病院・私立病院等からの招へい

にかかる費用（例：交通費等）を MNDR 実施のための予算の一部として確保することが望ま

れる。 
また、MNDR での提言や合意されたアクションについては、SSV の枠組みを活用する、も

しくは他の枠組みも活用して十分なフォローを行い、より行動指向的な MNDR の実施にして

いく必要がある。 
さらに、現在保健省本省が作成している新生児死亡症例検討会マニュアルについても、東

ビサヤ地域での MNDR の実践から得られた教訓（特に新生児死亡症例）を保健省と適切に共

有し、より良い国のガイドライン作りに貢献していくべきである。 
 
（3）SSV の持続性 

SSV を着実に継続していくために SSV チームのスケジュールの調整、人材の確保を着実

に行うとともに、交通手段・交通費の確保について、ILHZ からの共同保健信託基金もしく

は地方自治体等から継続的に拠出を行う必要がある。 
SSV のツールについては、将来的に SSV 対象者の技術の習得レベル及び MNDR において

分析された課題・アクションプランの内容に応じて、軽重をつけて柔軟に活用していくこと

を検討していくべきである。また、SSV 実施頻度についても、状況に応じて再検討される

べきである。 
プロジェクト終了までに、保健省東ビサヤ地域局が SSV のテクニカル・ワーキング・グ

ループのみならず、MNDR、レファラルシステムを展開する活動を広げていくことが奨励さ

れる。加えて、保健省が SSV チームを組織している CEmONC（Comprehensive Emergency 
Obstetric and Newborn Care：包括的緊急産科・新生児ケア）施設に対する SSV を導入するこ

とで、BEmONC サービス提供のための SSV 体制の質の維持・向上のみならず、CEmONC 施
設における CEmONC サービスの質を維持・最新化していくために SSV を導入する可能性を

探ることが期待される。 
 
（4）レファラル体制 

受入時スリップ及びリターンスリップの回収率を向上することは将来的には大切だが、リ

ターンスリップを可能な限り早期に回収し、リターンスリップに記載されているフィードバ

ックの内容を有効活用していくことも等しく重要である。リファーされた患者の状態や必要

なフォローアップを把握することにより、レファラルのモニタリング体制が強化されること

につながる。 
また、他の技術プログラムのモニタリング体制との調和を図り、レファラルのモニタリン

グ体制を強化するために、ILHZ ごとにレファラルに関する定期的な協議を実施することが

望まれる。 
 
（5）記録用紙等の見直し 

保健医療施設における記入/記録フォームについて、各プログラムが要求する情報の項目が

重複しており、同じ項目を複数回報告する必要が生じている状況が判明した。現場における

記入/記録の負荷の増大により、患者に割くべき時間に影響が生じている。新たに技術プログ

ラムを導入する際は、保健省はフォームを増やすのではなく、既存のフォームの使用、もし
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くは項目を見直し統一したフォームの作成を検討することが望ましい。プロジェクト終了時

までに、プロジェクトメンバー（日本人専門家）は、保健省東ビサヤ地域局が、本プロジェ

クトで活用されている記入/記録フォームのデータ項目に重複事項がないか見直しを行う支

援をすることが奨励される。 
 

（6）営業許可証の必要条件の順守 
保健省から発行される保健医療施設の営業許可証の必要基準を満たすために、幾つかの保

健医療施設では施設の拡張が要求されている状況にある。施設の改修に関しては、5 年以内

の猶予期間における施設改修が必要となるが、質の高いサービス提供のためには、できるだ

け早期に地方自治体が施設改修を行うべきである。 
 
（7）産前産後健診率の定義について 

保健省は既に実際の出産数を用いて産前産後健診率を算出するように発表しているが、新

定義について統一化し、傾向を正確に分析していくことが奨励される。 
CHT の努力により住民の実数に近い人口データが得られるプロジェクト地域が多くみら

れ、将来的にはこれらの CHT が算出するデータを有効活用した、より正確な統計（保健指

標）が得られるように検討を進めるべきであると考える。また、CHT は住民登録・人口動

態統計（Civil Registration Vital Statistics：CRVS）のより正確な実施においても貢献し得ると

考える。地方自治体や関係機関と連携し、CRVS システムの改善に向けて、保健分野が重要

な役割を果たすことが可能である。 
 
（8）指標の定義の標準化 
  妊産婦死亡数、新生児死亡数、乳幼児死亡数等について、指標の定義が現在標準化されて

いないため、保健省は定期の基準を標準化する必要がある。特に、妊産婦死亡数、新生児死

亡数、乳幼児死亡数及び出生数/出産数に関しては、プロジェクト終了時までに、上位目標の

指標の動向をみるためにも同一の基準に基づいたデータの入手及び分析が望まれる。 
 
（9）東ビサヤ地域内の他州及び他市における BEmONC モニタリング体制の拡大 

保健省東ビサヤ地域局は、プロジェクト対象外州へと SSV、MNDR 及びレファラル体制に

係る活動を展開させるための地域普及計画を、教訓に基づき、プロジェクト終了前までに策

定することが望まれる。 
 
（10）BEmONC サービスの品質管理の枠組みの制度化 

SSV を含めた BEmONC の品質管理の枠組みは、BEmONC チームが技能を維持するために

効果的な BEmONC モニタリングの手法である。加えて、地方自治体における SSV 実施に関

する条例の施行は同枠組みの制度化及び持続性の確保に貢献している。 
したがって、保健省は他州においても、条例の施行等を通じて BEmONC サービスの質を

維持するための枠組みを制度化させることを検討するべきである。 
 

３－７ 教 訓 

（1）プロジェクトの初期の段階から、米国国際開発庁（United States Agency for International 
Development：USAID）が実施するプロジェクトとの分野における明確な区別がなされていた。

JICA は母子保健を、USAID は家族計画に関するプロジェクトをそれぞれ支援した。実施の



xii 

段階では、プロジェクト活動について USAID と定期的に情報共有され、これらは支援分野

における不必要な重複を避けるとともに、効果的な資源の配分にもつながった。 
 
（2）プロジェクト目標の達成及びプロジェクト活動の制度化に成功した要因は、フィリピンが

有する既存のメカニズムに一致させ、これらを有効活用するようにプロジェクトが設計され

ていたことが挙げられる。技術面では、プロジェクトは BEmONC サービスの質のモニタリ

ング・管理を行うため、すべての保健医療施設及び行政レベルにおける BEmONC サービス

に係る包括的な品質管理体制を強化した。同時に、プロジェクトは上記の包括的な品質管理

体制が制度化されるよう、ILHZ の活性化を通じた地方自治体の関与、及び母子保健関連の

政策の策定を促進した。地方分権化された保健システムの枠組みにおいて、地方自治体のコ

ミットメントが財政面における持続性の確保にも寄与した。 
 
（3）台風ヨランダによる被災時には、多くの開発パートナーが即時に被災者への緊急医療サー

ビスの提供を行うなか、プロジェクトは事務機材を提供するなど保健医療行政の回復に努め

た。保健医療行政の機能回復は、通常優先度が低くなりがちだが、従来の保健医療サービス

への早期回復、また円滑なプロジェクト活動の再開に貢献した。 
 
（4）プロジェクトの成果は、東ビサヤ地域内及び地域外において、相互学習のプラットフォー

ム（例：スタディツアー、国際会議等）を通じて普及された。プロジェクトの活動の効果的

な普及を行うために、このような機会を戦略的に活用していく必要がある。しかしながら、

他地域がプロジェクトにより紹介された活動を実際に適用させていくためには中央政府から

のガイダンスが必須である。 
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第１章 終了時評価調査の概要 
 

１－１ 調査団派遣の経緯 

「東ビサヤ地域母子保健サービス強化プロジェクト」（以下、「プロジェクト」という）は 2010
年 7 月から 4 年間の予定で開始された。プロジェクトは、2013 年 11 月 8 日に東ビサヤ地域を襲

った台風ヨランダによる深刻な被害により、その後 2 年間の延長がなされ、2010 年 7 月から 2016
年 7 月までの期間で実施されることとなった。2016 年 7 月のプロジェクト終了を控え、本プロジ

ェクトの評価を実施するため、フィリピン共和国（以下、「フィリピン」と記す）側との合同評価

として終了時評価を実施した。 
 
１－２ 調査団派遣の目的 

終了時評価の目的は以下のとおり。 
① プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）（第 3 版）（付属資

料２）に基づき、プロジェクト全体の進捗状況（投入実績、活動実績、目的・成果達成状

況、発現効果など）を調査・確認し、課題などを整理する。 
② 評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）の観点からプロジェクトの

終了時評価を行う。 
③ プロジェクト目標・上位目標の達成に向けて提言を行う。 
④ 上記の評価結果をカウンターパート（C/P）機関と協議し、合同評価報告書として取りま

とめる。 
 
１－３ 調査団の構成 

終了時評価調査団（以下、「調査団」という）の構成は以下のとおり。 
 

担当分野 氏 名 所 属 期 間 
＜日本側＞ 
団長/総括 吉田 友哉 JICA 人間開発部保健第二グループ

保健第三チーム 課長 
2016 年 2 月 15 日～23 日 

技術参与 尾崎 敬子 JICA 人間開発部 国際協力専門員 2016 年 2 月 15 日～23 日 
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１－４ 調査日程 

終了時評価の調査日程は以下のとおり。 
日順 日付 曜日 活 動 

1 2/9 火 

JICA 事務所面談 
米国国際開発庁（USAID）との面談 
金森専門家との面談  
フィリピン保健省（DOH）国際協力局との面談 
保健省家族計画局との面談 
保健省地域保健システム開発局との面談  

2 2/10 水 

保健省東ビサヤ地域局（DOH RO8）との面談 
フィリピン健康保険公社（PhilHealth）（レイテ州）との面談 
レイテ州保健局との面談 
プロジェクト専門家との面談 

3 2/11 木 

アブユン郡病院及び Inter-Local Health Zone（ILHZ）（マハリカ）との面談

ハビエル町保健所との面談 
ハビエル・バランガイ・ヘルス・ステーション（BHS）との面談 
USAID（東ビサヤ地域）担当との面談 

4 2/12 金 東ビサヤ地域医療センター（EVRMC）との面談 
カリガラ郡病院及び ILHZ（グッドウィル）との面談   

5 2/13 土 評価報告書案準備  
6 2/14 日 評価報告書案準備  

7 2/15 月 
アルブエラ町保健所との面談 
アルブエラ BHS 及びコミュニティ健康チーム（CHT）との面談          
オルモック郡病院 及び ILHZ（カマオ）との面談 

8 2/16 火 

オルモック市長表敬訪問 
オルモック市保健局との面談                                         
フィリピン健康保険公社（オルモック市）との面談 
オルモック郡病院との面談 
クルバ地区保健所との面談 
エアポート BHS 及び CHT との面談                                   

9 2/17 水 
リナオ地区保健所/リナオ BHS、CHT、妊婦（4 名）との面談             
サンパブロ地区保健所/サンパブロ BHS、CHT との面談 
東ビサヤ地域医療センター（EVRMC）サイト視察 

10 2/18 木 
ハロ町保健所との面談 
ダロ BHS との面談 
ブラウエン郡病院との面談 

11 2/19 金 

保健省東ビサヤ地域局（DOH RO8）との面談                           
レイテ州保健局との面談                                             
プロジェクト専門家との面談 
合同評価報告書に関する団員協議 

12 2/20 土 評価報告書案準備 
13 2/21 日 評価報告書案準備（団員協議、合同評価報告書完成） 

14 2/22 月 C/P 機関と合同評価報告書案に関して協議 
レイテ州及びオルモック市関係者と合同評価報告書に関する会合 

15 2/23 火 合同調整委員会（JCC）会合 
評価報告書合意文書及びミニッツ（M/M）署名 
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第２章  プロジェクトの概要 
 

２－１ プロジェクトの背景  

フィリピンにおいては、約半数の出産が第 4 子以上であることや前回の出産との間隔が 24 カ

月以内であるなど、少なくとも一つのリスク要因を伴うとされている。2006 年の家族計画調査に

よれば、妊産婦死亡比は出生十万当たり 162 となっており、1998 年の国家人口保健調査（National 
Demographic and Health Survey：NDHS）の 172 と比較して若干減少しているものの、今後減少が

大幅に加速されないかぎり 2015 年までのミレニアム開発目標（Millennium Development Goals：
MDGs）達成（出生十万当たり 52）は無理であるとの見解が支配的である。一方、5 歳未満児死

亡率は過去 15 年の間に出生千当たり 55（1988～1992 年）から 34（2003～2007 年）へと、また乳

児死亡率は同 34 から 25 へと減少傾向が認められ（NDHS、2008）、保健省では今後、新生児の死

亡を抑えることで、MDG である 5 歳未満児死亡率 21 が達成可能であるとみている。 
東ビサヤ地域は首都マニラの南東に位置し、サマール島及びレイテ島を主とした大小の島々で

構成される。妊産婦死亡比は 7 番目、乳児死亡率は 5 番目に高い。乳児死亡の約半分は生後 7 日

以内の新生児死亡が占めている。リスクの高い出産が多いにもかかわらず、有資格の保健医療従

事者による出産介助や施設における分娩の割合は低い水準にとどまっている。こうした現状のな

かで、分娩介助、妊産婦健診や産後健診といったサービスを提供する施設の整備、緊急産科･新生

児ケアのサービスを提供できる医療従事者の確保は、東ビサヤ地域における母子保健プログラム

の優先課題である。 
こうした背景のなかで、本プロジェクトは、その先駆的な役割を果たした母子保健プロジェク

ト（2006 年 4 月～2010 年 3 月）の成果を継承して、有資格の保健医療従事者（医師、看護師、助

産師）の出産立ち会いによる施設分娩が増加し、地域の政策決定者を巻き込んだ住民活動が活性

化し、ひいては基礎的緊急産科・新生児ケア（Basic Emergency Obstetrics and Newborn Care：
BEmONC）やサービスの質が改善され、妊産婦死亡の減少につながることを目標としている。 

本プロジェクトは、保健省東ビサヤ地域局（Department of Health Regional Office Ⅷ：DOH RO8）
をカウンターパート（C/P）機関として、4 年間のプロジェクトとして実施されていたが、2013
年 11 月 8 日に東ビサヤ地域を襲った台風ヨランダの被害により、プロジェクトは 2 年間延長され、

2010 年 7 月より 2016 年 7 月まで（6 年間）の予定で実施されている。 
 

２－２ プロジェクトの概要 

（1）上位目標 
対象地域における妊産婦死亡比と新生児死亡率が減少する。 

 
（2）プロジェクト目標 

対象地域において安全な分娩及び産前産後のケアを受ける妊産婦及び新生児が増加する。 
 

（3）成 果 
1）BEmONC サービス提供施設、または MNCHN 行政令を実践する施設が増加する。 
2）公共部門の保健医療従事者の BEmONC/MNCHN サービス提供に係る専門技術が向上する。 
3）保健省東ビサヤ地域局及び州・市保健局の BEmONC/MNCHN サービスのマネジメントが
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強化される。 
4）対象施設の保健区域においてコミュニティ健康チーム（CHT）が組織化され、運営される。 
5）対象施設の保健区域において、妊婦（とその家族）による BEmONC/MNCHN サービス利

用に対する地方自治体の支援が強化される。 
 

（4）対象地域及び施設 
本プロジェクトは、レイテ州（18 市）及び郡病院（2 院）、オルモック市（5 地区保健所）

を対象として実施されている。 
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第３章  終了時評価調査の方法 
 

３－１ 終了時評価調査の方法 

本終了時評価では、『新・JICA 事業評価ガイドライン 第 1 版』に基づいて、調査デザインを

構築した。プロジェクトの実績と実施プロセス、五つの評価項目について、あらかじめ評価設問

を定め、それぞれの設問に判断基準・方法と情報源・調査方法を決めて評価グリッドを作成した

（付属資料３を参照）。 
評価グリッドを基に、プロジェクトの評価に必要なデータを収集した。データ収集は以下の方

法で実施した。 
① プロジェクト関連資料のレビュー 
② プロジェクト関係者への質問票によるアンケート調査 
③ プロジェクト関係者への聞き取り 
④ プロジェクト対象施設の視察 
収集されたデータは PDM に沿って分析され、表－１にある評価基準に従い、評価を行った。 

 
表－１ 終了時評価の主な視点 

評価項目 評価の視点 

実績の検証 

・投入は計画どおり実施されたか（計画値との比較） 
・アウトプットは計画どおり産出されたか（目標値との比較） 
・プロジェクト目標は達成されるか（目標値との比較） 
・上位目標達成の見込みはあるか（目標値との比較） 

実施プロセス

の検証 

・活動は計画どおりに実施されたか 
・技術移転の方法に問題はなかったか 
・プロジェクトのマネジメント体制（モニタリングの仕組み、意思決定過程、

JICA 本部・在外事務所の機能、プロジェクト内のコミュニケーションの仕

組みなど）に問題はなかったか 
・実施機関や C/P のプロジェクトに対する認識は高いか 
・ターゲットグループや関係組織のプロジェクトへの参加度や、プロジェク

トに対する意識は高いか 
・プロジェクトの実施過程で生じている問題や、効果発現に影響を与えた要

因は何か 
 

本評価においては、表－２にある経済協力開発機構開発援助委員会（OECD-DAC）の DAC5 項

目の観点から評価を実施した。 
 

表－２ DAC5 項目 

項 目 定 義 

妥当性 
プロジェクト目標や上位目標が、フィリピン政府の政策、受益者のニーズ、

日本の援助方針等と整合性があるかを検証する。 

有効性 
プロジェクト目標の達成状況及び成果がプロジェクト目標達成に貢献してい

るかどうかを判断する。 
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効率性 
投入の質、量、タイミングを分析し、投入や活動がプロジェクト成果の産出

に貢献したかどうかを検証する。 
インパクト プロジェクト実施によりもたらされた正負のインパクトをみる。 

持続性 
援助が終了しても、プロジェクトで発現した効果が持続する見込みがあるか、

政策、組織、財政、技術の観点から検証する。 
出所：『JICA プロジェクト評価ガイドライン』2004 年 
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第４章  プロジェクトの実績と実施プロセス 
 
４－１ プロジェクトの実績 

４－１－１ 日本側投入実績 
プロジェクト開始時（2010 年 7 月）から終了時評価調査時（2016 年 2 月）までの日本側の

投入実績は以下のとおり。 
 

投入要素 内 容 
1）専門家派遣 以下の専門家の派遣（詳細については付属資料１．ミニッツ

（M/M）・合同評価報告書を参照）。 
チーフアドバイザー/母子保健 1 
副総括/母子保健 2 
研修管理/業務管理 1 
研修管理/業務管理 2 
研修管理/業務管理 3 
保健情報管理 

2）供与機材 計 52 点、総額 1,158 万 9,398 ペソ（約 2,278 万円）の機材供与〔詳

細については、付属資料１．ミニッツ（M/M）・合同評価報告書

Annex4-2 を参照〕。 
3）研 修 計 12 名の本邦研修への参加〔詳細については付属資料１．ミニッ

ツ（M/M）・合同評価報告書 Annex4-3 を参照〕。その他、21 種類

の研修に計 2,310 名が参加（計 1,321 万 4,704 ペソ）。 
4）ローカルコスト ミーティング費用として 269 万 1,424 ペソを負担。 

 
４－１－２ フィリピン側投入実績 
 フィリピン側は、PDM で定められたとおりの投入を実施している。詳細は以下のとおり。 

 

投入要素 内 容 
1）C/P の配置 計 141 名の C/P を配置〔詳細については付属資料１．ミニッツ

（M/M）・合同評価報告書 Annex4-4 を参照〕。 
2）プロジェクト事務所 

の提供 
保健省東ビサヤ地域局から、日本人専門家のプロジェクト事務所

がレイテ州及びオルモック市の両方において提供されている。 
3）プロジェクト運営費 

用 
・水道、光熱、インターネット接続等 
・研修・ワークショップ開催時の参加者の旅費 
・サービス提供に必要な活動費〔テクニカル・ワーキング・グル

ープ（TWG）、モニタリング、サポーティブ・スーパービジョ

ン（SSV）、母子手帳印刷製本費等〕〔詳細については付属資料

１．ミニッツ（M/M）・合同評価報告書 Annex4-5 を参照〕。 
 
４－２ 活動と成果の実績 

４－２－１ アウトプットの実績 
成果 1：基礎的緊急産科・新生児ケア（BEmONC）サービス提供施設、または母子保健（MNCHN）
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行政令を実践する施設が増加する。  
 

＜成果 1 に係る活動の達成状況＞ ：すべて達成されている。 

指 標 達成状況 
1-1 すべての対象施設（レイテ州：18 町

保健所、1 地区病院、1 町病院、オル

モ ッ ク 市 ： 5 地 区 保 健 所 ） が

BEmONC サービスを提供する。 

達成された。 
全 25 施設が BEmONC サービスを提供している。

 

1-2 すべての対象施設（レイテ州：18 町

保健所、 オルモック市： 5 地区保

健所）が妊産婦ケア・パッケージ

（MCP）施設の認証を受けている。

達成された。 
全 25 施設が認証を受けている。 
 

 
指標 1-1 

プロジェクト対象の 25 施設に BEmONC 研修を受講した医療従事者がおり、必要な施設や

機材及び救急搬送へのアクセスが設備され BEmONC サービスを 24 時間提供している。 
 

指標 1-2 
全 25 対象施設が MCP 及び妊産婦ケア・パッケージ・プラス（MCP＋）認証を受けている。 
認証基準・手続きの変更のため、全施設は MCP 認証の更新のために 2016 年 12 月までに

保健省の営業許可証（License to Operate：LTO）の取得が必要となっている。営業許可証取得

の基準を順守するためには、いくつかの施設は施設の拡張が必要とされている。フィリピン

健康保険公社の施設に対する還付金は 2011 年と比較して 4 倍まで増加している。 
 

成果 2：公共部門の保健医療従事者の BEmONC/MNCHN サービス提供に係る専門技術が向上す

る。 
 

＜成果 2 に係る活動の達成状況＞ ：達成されている。 
指 標 達成状況 

2-1 すべての BEmONC チーム・メンバー

（医師、看護師、助産師）が BEmONC
研修を受講する。 

達成された。 
 

2-2 対象施設の全助産師（レイテ州：108、
オルモック市：12） が「助産師のた

めの妊産婦と新生児の健康に係る能

力向上研修」を受講する。 

おおむね達成された。 
120 名の助産師を対象に研修を実施し、118 名

（98％）が研修を修了した。 

2-3 研修の結果、受講者（保健医療従事者）

の 80％ が満足のいく専門技術レベル

を維持する。 

達成された。 
 

2-4 保健省が東ビサヤ地域医療センター

（EVRMC）を BEmONC 研修施設とし

て認定する。 

達成された。 
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指標 2-1 
27 チーム（医師、看護師、助産師各 1 名）計 81 名が研修を受講済みである。プロジェク

トは 24 チームの研修受講を支援し、研修は 2010 年から 2011 年にかけて Vicente Sotto 
Memorital Medical Center で実施された。保健省は残りの 3 チームの研修実施を支援した。 

 
指標 2-2 

助産師版の BEmONC 研修を 120 名に対して実施した。健康上の問題等で 2 名が研修を中

断したため、最終的に 118 名が研修を修了した。 
 

指標 2-3 
2015 年 12 月に実施された、研修後のフォローアップ調査によると、研修を受講した保健

従事者の 90％が知識テスト、81％がパルトグラフ、88％が技術テストで満足のいく専門技術

レベルを維持している。 
 

指標 2-4 
EVRMC は 2011 年 5 月に保健省より正式に BEmONC 研修センターとして認証を受け、2011

年 11 月より BEmONC チーム研修を実施している。 
 

成果 3：保健省東ビサヤ地域局及び州・市保健局の BEmONC/MNCHN サービスのマネジメン

トが強化される。  
 

＜成果 3 に係る活動の達成状況＞ ：部分的に達成されている。 

指 標 達成状況 
3-1 妊産婦の報告死亡症例の

80％が州・ILHZ 及び市レ

ベルにおいて検討され

る。 

おおむね達成された。 
                              

症例検討数及び症例検討率 
2012 2013 2014 2015 

レイテ 
60％ 

(12/20) 
46.7％ 
(14/30) 

85.2％ 
(23/27) 

76.5％ 
(13/17) 

オルモック
62.5％ 
(5/8) 

44.4％ 
(4/9) 

90％ 
(9/10) 

111.1％*
(10/9) 

*オルモック市については 2014 年死亡分を 2015 年に検討したため、100％
以上の数値となっている。 

3-2 新生児の報告死亡症例の

20％が州・ILHZ 及び市レ

ベルにおいて検討され

る。 

達成された。 
                           

症例検討数及び症例検討率 
2012 2013 2014 2015 

レイテ 
21.3％ 

(23/108)
18.0％ 

(23/128)
22.6％ 

(24/106) 
20.5％ 

(34/166)

オルモック
14.3％ 
(4/28) 

46.7％ 
(7/15) 

15.9％ 
(7/44) 

28.6％ 
(14/49) 
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3-3 妊産婦新生児死亡症例検

討の提言とアクションプ

ランが保健医療施設に周

知される。 

部分的に達成された。 
                      

妊産婦・新生児死亡症例検討会（MNDR）の 
議事録作成率及び配布率 

2012 2013 2014 2015
レイテの議事録

作成率 
100％
(12/12 )

100％ 
(11/11) 

100％ 
(17/17) 

72.7％
(8/11)

オルモックの議

事録作成率 
100％
(2/2) 

100％ 
(2/2) 

100％ 
(3/3) 

100％
(3/3) 

レイテの議事録

配布率 
8.3％ 
(1/12 )

18.2％ 
(2/11) 

17.6％ 
(3/17) 

45.5％
(5/11)

オルモックの議

事録配布率 
0％ 
(0/2) 

0％ 
(0/2) 

66.6％ 
(2/3) 

100％
(3/3) 

 

3-4 町保健所/地区保健所にお

いて保健省母子保健政策

（MNCHN）/BEmONC サ

ービス提供のモニタリン

グ・ツールが活用される。 

達成された。 
 

3-5 地域及び全国レベルで少

なくとも 10 回プロジェク

トの成果と教訓について

のプレゼンテーションが

行われる。 

達成された。 
 

3-6 町保健所/地区保健所で回

収されたレファラル票の

割合が増える。 

達成された。 
レファラル票の回収率 

 受 入 確 認

受領率＊1 
レファラ

ル票の回

収率＊2 

受入確認受領済

みレファラルに

対する回収率＊3

2012 年 3 月 － 12％ － 
2014 年 9 月 － 10％ － 
2015 年 7 月 44％ 27％ 60％ 
2015 年 12月 53％ 20％ 39％ 

＊1 全レファラル数に対するレファラル受入時のレファラル票受領率 
＊2 全レファラル数に対するレファラル票の回収率 
＊3 全受入確認受領済みレファラル数に対するレファラル票の回収率 

3-7 すべての対象町保健所/地
区保健所に母子手帳が配

布される。  

達成された。 
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3-8 サポーティブ・スーパー

ビジョン（SSV）の実施率

が 100％になる。 

おおむね達成された。 
SSV の年間実施率の推移 

2012 2013 2014 2015 
レイテ （プロ

ジェクト対象

施設：20） 

60％ 
(48/80)

76％ 
(58/80) 

50％ 
(40/80) 

89％ 
(71/80) 

レイテ （プロ

ジェクト対象

外施設：25）
－ 

27％ 
(28/105)

48％ 
(48/100) 

88％ 
(88/100)

オ ル モ ッ ク

（プロジェク

ト対象施設：5）

60％ 
(12/20)

75％ 
(18/24) 

50％ 
(10/20) 

90％ 
(18/20) 

合   計 
60％ 

(60/100)
49％ 

(103/209) 
49％ 

(98/200) 
89％ 

(177/200)
 

3-9 妊産婦・新生児死亡症例

検討会（MNDR）の実施

率が 100％になる（半年ご

との州 MNDR、四半期ご

との市 MNDR と ILHZ ベ

ースの MNDR）。 

部分的に達成された。 
 
（注）2015 年最後の MNDR はレイテとオルモックともに、

2016 年 1 月に実施された。このことを考慮すれば、2015 年

の実施率はレイテとオルモックともに 100％となる。 
 

MNDR 実施率 
 2012 2013 2014 2015 

9 ILHZ 
（4 回/年） 

61.1％
(11/18)

27.8％
(10/36)

41.7％ 
(15/36) 

27.8％
(10/36)

レイテ 
（2 回/年） 

100％ 
(1/1) 

50％ 
(1/2) 

100％ 
(2/2) 

50％ 
(1/2) 

オルモック 
（4 回/年） 

100％ 
(2/2) 

50％ 
(2/4) 

75％ 
(3/4) 

75％ 
(3/4) 

 

 
指標 3-1 

レイテ州における妊産婦死亡症例は 76.5％（2015 年）1が検討されており、80％に達しなか

ったが、プロジェクト終了時には達成されることが見込まれる。 
 

指標 3-2 
2015 年の新生児の報告死亡症例は、レイテで 20.5％、オルモックでは 28.6％が検討されて

おり、目標は達成された。 
 
 

                                                   
1 ただし、MNDR 実施率についてはフィリピン保健省が実施している Safe Motherhood Programs と Republic Act No. 10354 の要

件を既に超えた数字となっている。 
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指標 3-3 
レイテ州の議事録の作成率及び議事録の配布率は低く、今後改善していく必要がある。症

例検討会で合意されたアクションを共有し、フォローアップしていくための制度を確立すべ

きである。 
調査団は、オルモック郡病院における血液バンクの設立、出産時における妊婦の医療施設

への搬送のためのレスキューカーの使用の拡大、CHT による生殖可能年齢の女性のリスト化

等、MNDR の成果として複数の好事例を確認した。 
MNDR は、地方自治体（Local Government Unit：LGU）の枠を越え、同一のサービスデリ

バリーネットワークに属する保健医療施設間のコミュニケーションやネットワークを強化す

る場としても機能している。 
 

指標 3-4 
保健省の MNCHN モニタリング・ツールを基に、プロジェクトによりサポーティブ・スー

パービジョン（SSV）のチェックリストが開発/改訂され、SSV 実施時に全対象施設で使用さ

れている。 
 

指標 3-5 
JCC11 回、中間普及フォーラム 1 回、国際会議 3 回、ILHZ 合同理事会 3 回、複数回の開発

パートナー会議で発表を実施している。 
 

指標 3-6 
レファラル票の回収率は 12％（2012 年）から、2015 年 12 月には 20％へ改善した。しか

しながら、レファラル票の有効活用（受入確認時及び返却時の両方）に関しては今後さらに

改善されることが望まれる。 
 

指標 3-7 
保健省が策定した母子手帳の改訂と現地語（ワライ語、ビサヤ語、タガログ語）の翻訳版

の作成を行い、保健省東ビサヤ地域局は 2011 年から毎年（2013 年を除く）母子手帳を印刷

し、全対象施設に配布している。 
 

指標 3-8 
SSV の年間実施率はレイテ州で 89％、オルモック市で 90％（2015 年）である。台風ヨラ

ンダの影響で 2014 年には実施率は低下したが、2015 年第 4 四半期の実施率はレイテ州、オ

ルモック市ともに 100％であり、今後の改善が見込まれる。 
調査団は、スケジュール調整面等において SSV の継続性については若干の懸念があるが、

SSV の効果については現地踏査を通じて確認した。 
 

指標 3-9 
市州レベルの MNDR 実施率が 100％に達していない理由はスケジュール調整の難しさ、ま

た、ILHZ レベルではスケジュール調整に加えて、共同保健信託基金（CHTF）からの予算配
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分の遅れが主な原因となっている。 
 

成果 4：対象施設の保健区域においてコミュニティ健康チーム（CHT）が組織化され、運営さ

れる。 
 

＜成果 4 に係る活動の達成状況＞ ：すべて達成されている。 

指 標 達成状況 
4-1 CHT ガイド修正版の有無 達成された。 
4-2 訓練を受けた CHT の指導者数（レイテ

州：36、オルモック市：10）  
達成された。 

4-3 対象施設の管轄地域内の優先バランガ

イ（レイテ州：269、オルモック市：36）
で CHTのオリエンテーションが実施さ

れる（バランガイ総数＝レイテ州：492、
オルモック市：72）。 

達成された。 

4-4 サンプル・バランガイにおいて CHT が

フォローした妊婦の 70％が出産計画を

持っている。 

達成された。 

4-5 レイテ州のサンプル・バランガイの

60％、オルモック市のサンプル・バラ

ンガイの 70％の CHT が活動を実施し

ている。 

達成された。 

 
指標 4-1 

2010 年に第 1 版の CHT ガイドブック及び CHT 研修教材の開発を行い、2011 年に CHT ガ

イドブックの印刷、プロジェクト対象地域への配布を実施した。2014 年 10 月に保健省本省

が実施する Kalusugan Pangkalahatan－Universal Health Care に基づくボランティアプログラム

と協調した内容にするため、CHT ガイドブック及び CHT 研修教材の改訂を行った。保健省

東ビサヤ地域局は上記のボランティアプログラムと CHT プログラムの協調を図るため、東ビ

サヤ地域対象に CHT プログラムの再研修を実施した。 
 

指標 4-2 
2011 年に保健省東ビサヤ地域局、レイテ州保健局/オルモック市保健局、プロジェクト対

象地域の町保健所/地区保健所の職員 237 名を対象に CHT の指導者養成研修（TOT）が実施

された。 
 

指標 4-3 
CHT オリエンテーションが優先バランガイにおいて実施され、レイテ州で 3,171 名、オル

モック市で 198 名の CHT が養成された。優先バランガイは対象地域の全人口の 50％を含む

仕組みで選択された。残りの CHT については、保健省東ビサヤ地域局がオリエンテーション

を実施した。 
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指標 4-4 
2015 年 1 月から 9 月の CHT 月例報告書によれば、CHT がフォローした妊婦の出産計画保

有率はプロジェクト対象地域のレイテ州で 95.7％、オルモック市では 99.5％であった。 
 

指標 4-5 
2015 年 12 月に実施された CHT アセスメント調査において、CHT ボランティアの三つの主

要活動状況（①月例会議出席状況、②月例報告書提出状況、③妊産婦への家庭訪問実施状況）

を確認したところ、レイテ州で 65.1％、オルモック市では 89.7％の CHT ボランティアが活発

に活動を展開している。 
 

表－３ 月例報告書による CHT の活動状況（2013-2015） 

レイテ州 2013 2014 2015 
妊産婦・母子手帳の保有率 93.4％ 89.9％ 95.9％ 
保健施設での出産率 92.0％ 94.2％ 95.5％ 
産前健診（4 回）受診率 57.0％ 54％ 53.1％ 
CHT による家庭訪問（産前 4 回）率 59.1％ 62.8％ 68.2％ 

 

オルモック市 2013 2014 2015 
妊産婦・母子手帳の保有率 97.5％ 99.4％ 99.4％ 
保健施設での出産率 87.7％ 90.2％ 93.6％ 
産前健診（4 回）受診率 47.8％ 52.6％ 69.4％ 
CHT による家庭訪問（産前 4 回）率 47.8％ 55.4％ 74.3％ 

 
成果 5：対象施設の保健区域において、妊婦（とその家族）による BEmONC/MNCHN サービ

ス利用に対する地方自治体の支援が強化される。 
 

＜成果 5 に係る活動の達成状況＞ ：すべて達成されている。 

指 標 達成状況 
5-1 オルモック市とレイテ州の対象町保

健所のある町すべてにおいて MNCHN
関連の政策（例：施設分娩、ユーザー

フィー制度の条例、決議）が制定され

ている。 

達成された。 

5-2 オルモック市とレイテ州の対象町保

健所のある町すべてにおいて CHT に

係る政策（条例、決議）が制定されて

いる。 

達成された。 

 
指標 5-1 

2011 年 11 月の第 1 回合同理事会議で、母子保健関連の施設分娩、保険未加入者対象の施

設利用費の支払い、ボランティアへのインセンティブ支払いを定めた決議への合意がなされ、
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41 の全市町長（レイテ州 40、オルモック市 1）により署名された。また、第 2、3 回合同理

事会議において、その実施を促進するための決議がなされた。プロジェクトではこの決議を

基に、より法的強制力の強い、町ごとの条例の制定に向けて支援している。オルモック市に

おいては、プロジェクト実施前より母子保健関連の条例が既に制定されている。 
 

指標 5-2 
CHT ボランティアへのインセンティブは、ILHZ ベースの母子保健関連の決議に含まれて

いる。 
 

４－２－２ プロジェクト目標の達成状況 
プロジェクト目標：「対象地域において安全な分娩及び産前産後のケアを受ける妊産婦及び新

生児が増加する」 
 

＜プロジェクト目標の達成状況＞：プロジェクト目標はおおむね達成された。 

指 標 達成状況 
対象地域における施設分娩の比率が 80％ とな

る（クリーニング済み 2010 年ベースラインデ

ータ：レイテ州 56％、オルモック市 65％）。 

達成された。 

対象地域の妊婦の 45％が妊娠中に最低 4 回

〔うち 1 回は第 1 期（妊娠 12 週まで）〕の妊産

婦健診を受ける（クリーニング済み 2010 年ベ

ースラインデータ：レイテ州 22％、 オルモッ

ク市 28％）。 

達成された。 

対象地域の産婦の 80％ が最低 2 回産後健診を

受ける（クリーニング済み 2010 年ベースライ

ンデータ：レイテ州 53％、  オルモック市

61％）。 

おおむね達成された。 

 
レイテ州及びオルモック市における施設分娩率と産前健診率はプロジェクト目標指標を達

成したものの、産後健診率についてはレイテ州及びオルモック市ともに、わずかに目標達成に

届いていない。 
 

表－４ プロジェクト目標指標の推移 

 
 

2010 
基準値* 

2011 2012 2013 2014 2015 

施設分娩率（目標：80％） 
レイテ州 56％ 73％ 81％ 86％ 91％ 93％ 
オルモック市 65％ 75％ 86％ 89％ 91％ 97％ 
産前健診受診率（目標：45％） 
レイテ州 22％ 28％ 31％ 32％ 40％ 47％ 
オルモック市 29％ 89％ 42％ 40％ 57％ 63％ 
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産後健診受診率（目標：80％） 
レイテ州 53％* 61％ 61％ 64％ 66％ 72％ 
オルモック市 61％* 64％ 75％ 70％ 79％ 75％ 

*クリーニング済みデータ 
出所：Field Health Service Information System Report 
注：産前健診率の分母は 2013 年まで人口×3.5％で算出されていたが、2014 年に人口×2.7％に変更された。 

産後健診率の分母は 2013 年まで人口×3.0％で算出されていたが、2014 年に人口×2.7％に変更された。 

 
・ 2015 年 2 月から 3 月に実施した PDM 指標調査結果によると、産前健診については、第 1 妊

娠期（12 週まで）中の 1 回目の受診をしていない妊婦が多く、受診率を引き下げている主要

因であることが分かった。産前・産後健診受診率の改善には保健医療従事者と CHT による、

第 1 妊娠期中の産前健診受診の重要性に関するさらなる妊産婦及び家族への啓発が必要であ

る。 
・ 施設分娩及び産前・産後健診受診に対して、CHT 及び妊産婦へインセンティブを与えるフィ

リピン健康保険公社による妊産婦ケア・インセンティブ・プログラムは（MCIP）、特に第 1
妊娠期における第 1 回目の産前健診受診の増加に有効と考えられる。調査団は現地踏査を通

じて、4 回の産前健診、施設分娩及び 2 回の産後健診を徹底させるために、CHT ボランティ

アへのインセンティブを与えることは、効果的であることを確認した。 
・ 保健サービス情報システム（FHSIS）では人口に全国一律の定数（2.7％）を乗じた値を推計

妊婦数・褥婦数とし、産前産後健診受診率を算出する際の分母として定義しているが、算出

の際の分母が実際の出産数よりも過大であり、結果的に受診率が過小評価されている可能性

が考えられる。実際の出産数を母数として計算した産前・産後健診率は、表－５に示すよう

に、レイテ州、オルモック市ともに目標値を超える水準となっている。 
 

表－５ 産前健診・産後健診受診率（2015 年） 

 推定妊産婦数
出産数 

（実質） 
出産数を分母にした受診率 

産前健診率（4 回） 産後健診率（2 回）

レイテ州 38,837 28,356 64％ 98％ 
オルモック市 5,746 4,321 84％ 99％ 

 
４－２－３ 上位目標の達成状況 
上位目標：対象地域における妊産婦死亡比と新生児死亡率が減少する。  

 
＜上位目標の達成状況＞：終了時評価時点では、上位目標の達成状況をまだ判断できる状況で

はない。 

指 標 達成状況 
対象地域における妊産婦死亡比が減少する（2010 年ベースラインデー

タ：レイテ州 74.5、オルモック市 64.2）。 
表－６を参照 

対象地域における新生児死亡率/乳児死亡率が減少する（2010 年ベース

ラインデータ：＜新生児死亡率＞レイテ州データなし、オルモック市

6.2、＜乳児死亡率＞レイテ州 6.0、オルモック市 10.3）。 

同上 
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対象地域における年間の妊産婦死亡数の減少傾向（2010 年ベースライン

データ：レイテ州 23、オルモック市 3）。 
同上 

対象地域における年間の新生児死亡数の減少傾向（2010 年ベースライン

データ：レイテ州データなし、オルモック市 29）。 
同上 

対象地域における出産の 90％が施設において行われる（クリーニング済

み 2010 年ベースラインデータ：レイテ州 56％、オルモック市 65％）。 
同上 

 
表－６ 上位目標の指標の推移 

 2010 
（基準値） 

2011 2012 2013 2014 2015 

妊産婦死亡比 
レイテ州 74.5 50.3 63.68 105.8 99.1 41.9 
オルモック市 64.2 87.9 87.58 115.9 223.2 185.2 
新生児死亡率 
レイテ州 NA 4.2 2.7 2.9 3.9 2.1 
オルモック市 6.2 4.2 2.3 6.5 6.3 14.5 
乳児死亡率 
レイテ州 6.0 7.4 6.4 5.9 7.6 5.63 
オルモック市 10.3 10.1 5.4 10.7 11.9 18.0 
妊産婦死亡数 
レイテ州 23 15 19 30 27 12 
オルモック市 3 13 9 13 17 13 
新生児死亡数 
レイテ州 NA 125 81 81 106 61 
オルモック市 29 19 11 28 28 102 
乳児死亡数 
レイテ州 186 221 184 164 206 146 
オルモック市 48 46 25 46 49 126 
施設分娩率 
レイテ州 56％ 73％ 81％ 86％ 91％ 93％ 
オルモック市 65％ 75％ 86％ 89％ 91％ 97％ 

 
2015 年に死亡数の定義が変更されたため、指標の傾向を分析することは難しいと判断された。

したがって、事後評価のために、終了時評価以降の 3 年間は継続した指標の基準が用いられる

ことが奨励される。次の事項は、2015 年におけるオルモック市の新生児死亡数の増加の背景と

して挙げられた。 
① 2015 年以前は、死亡登録された死亡のみを報告していたが、2015 年より登録有無にかか

わらずすべての死亡を報告対象とするよう変更された。 
② 東ビサヤ地域における十代の若年層における妊娠の増加 
③ アクセスの集中及び人材不足、ロジスティックの機能不全、病院機能の能力の低下 
④ 東ビサヤ地域における全住民を対象としたフィリピン健康保険公社への無料加入を行う

特別措置が、同地域以外の住民によるオルモック市における無料の医療サービスの受診
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を引き寄せた可能性がある。 
⑤ 施設分娩の増加及び保健医療施設からのより精度の高いデータ収集 

 
４－３ 実施プロセスの検証 

４－３－１ プロジェクトマネジメント・モニタリング体制 
総じてプロジェクト活動は PDM に沿って実施され、PDM はプロジェクト期間中にフィリピ

ン側及び日本側の関係者との間で 3 回（2011 年、2012 年、2014 年）変更がなされた。 
東ビサヤ地域を襲った台風ヨランダによる甚大な被害にもかかわらず、五つの成果のうち、

成果 3 以外の四つが達成され、プロジェクト目標はおおむね達成されている。 
プロジェクトの進捗状況は、合同調整委員会（JCC）、執行委員会（Executive Committee：

ExeCom）、地域運営委員会（Regional Management Committee：RMC）、テクニカル・ワーキング・

グループ（TWG）、州・市の MNDR、CHT コア・チーム会合、共同 ILHZ テクニカル・ワーキ

ング会合等をはじめとする、さまざまな会合の場で、相手国政府関係者、他の開発パートナー

と共有された。 
終了時評価時点で、JCC は 11 回開催されている。JCC では、フィリピン側 C/P、プロジェク

トチーム、JICA 関係者により、プロジェクト活動のレビューと、次年度の活動計画が共有され

た。本プロジェクトは、中間レビュー時の提言への対応、効果的なプロジェクト活動の実施の

ために、C/P 機関とより緊密なコミュニケーションを実施することを心がけている。 
 

４－３－２ プロジェクトへの認知度 
 プロジェクト活動への積極的な参加を通じて、プロジェクトの目的や構成は、C/P 機関、対

象施設、CHT メンバーや地方自治体首長に深く理解されている。 
 

４－３－３ 貢献・阻害要因 
2013 年 11 月 8 日、フィリピン中部を襲った台風ヨランダによる災害により、レイテ州及び

オルモック市のプロジェクト対象地域は甚大な損害を受けた。プロジェクトは、2013 年 11 月

から 2014 年 2 月までの 4 カ月間にわたり中断された。プロジェクトの前向きな進捗に影響を

与え、かかる状況の下、プロジェクトの 2 年間の延長が決定された。 
台風ヨランダにより、以下のプロジェクトへの正負の影響がみられた。 

 
（1）効果発現に貢献した要因 

・ 保健省東ビサヤ地域局や州保健局の施設や事務機材にも被害が生じたが、プロジェクト

による事務機材の供与、また、JICA の「台風ヨランダ緊急復旧復興支援プロジェクト」

によるレイテ州保健局の施設の改修は保健医療行政機能の早期回復、プロジェクト活動

の成果発現に貢献した。 
・ 多くの保健医療施設が損傷を受け、重要な文書や保健データを失ったが、本プロジェク

トはこれらの保健医療施設へのデータ回復に寄与した。 
・ SSV は町保健所/地区保健所における保健医療サービスの早期回復に貢献した。 
・ 訪問した幾つかのバランガイにおける CHT 活動は、台風ヨランダの被害後も中止せず、

妊産婦の追跡を行う等の地道な活動が続けられた。 
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（2）問題を惹起した要因 
・ 保健医療施設及び医療機材への被害は、機能が完全に回復するまでの間、BEmONC サー

ビスに影響を与えた。 
・ 保健医療従事者及び CHT の他地域への避難は、幾つかの地域においては母子保健サー 

ビスの継続に影響を与えることになった。 
・ 復興段階における開発ドナーによる保健医療従事者に対する研修機会の増加は、プロジ

ェクト活動への C/P の参加を妨げた。 
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第５章  評価結果 
 

５－１ 妥当性 

 プロジェクトの妥当性は、以下の理由から、現時点においても高いといえる。 
 

（1） フィリピンのニーズや保健政策との整合性 
「アキノ保健政策課題（Aquino Health Agenda）」において、国家保健政策「ユニバーサル・

ヘルス・ケア（Kalusugan Pangkalahatan：KP）」として、特に貧困層や僻地の住民などが過大

な経済的負担を被ることなく保健サービスを公平に受けられるようにすることを目的とした

政策が策定されており、本プロジェクトはその政策とも整合している。 
保健省は母子保健政策（MNCHN）（AO No. 2008-0029）における戦略に基づき、妊産婦死

亡率及び乳幼児死亡率の低減のため、特に熟練した保健医療従事者による施設分娩の推奨な

ど、さらなる努力が必要であるとしている。本プロジェクトの活動は母子保健政策にも合致

している。 
また、保健省が実施する Hi-5（Universal Care High Impact Five）2及び持続可能な貧困防止プ

ログラム（Accelerated Sustainable Anti-Poverty Program：ASAP）においても、レイテ州は優先

州として位置づけられており、本プロジェクトはこれらの政策とも整合している。 
 

（2） 日本の援助政策との整合性 
わが国の「対フィリピン国別援助方針」の重点分野は、①投資促進を通じた持続的経済成

長、②脆弱性の克服と生活・生産基盤の安定、③ミンダナオにおける平和と開発、の三つで

ある。本プロジェクトは、そのうちの②「脆弱性の克服と生活・生産基盤の安定」（保健医療

などの分野におけるセーフティネットの整備）と合致している。 
 
５－２ 有効性 

プロジェクトの有効性は五つのアウトプットのうち、四つが達成されており、高いと判断さ 
れる。これらはプロジェクト目標の達成にも貢献している。 
 

（1） レイテ州及びオルモック市の施設分娩率及び産前健診受診率はプロジェクト目標を達成

した。産後健診受診率についてはレイテ州及びオルモック市ともにわずかに達成には届

いていない。産前産後健診受診率については、分母の算出方法の問題により受診率が過

小評価されている可能性が考えられる。実際の出産数に基づき受診率を算出すると、プ

ロジェクト目標は達成できると判断される。保健省大臣は 2016 年 1 月 18 日の業績考査

会にて、実際の出産数に基づき産前産後健診受診率を算出すべきであるとの見解を示し

ている。 
 
 

                                                   
2 現政権の在任期間（2016 年 5 月まで）は、①Maternal Health Care、②Infant Care、③Child Care、④HIV/AIDS、⑤Service Delivery 

Network の 5 分野の支援を優先的に実施する戦略。 
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（2） プロジェクト活動は以下のメカニズムにより、プロジェクト目標の達成に貢献した。 
－町保健所/地区保健所及び複数のバランガイ・ヘルス・ステーションには研修を受講した医

療従事者が配置、必要な機材が設備され、BEmONC 施設として機能している。また、これ

らの保健医療施設はフィリピン健康保険公社の認証を受けている（成果 1 及び成果 2）。 
－ILHZ レベルの SSV 及び MNDR を通じた保健医療施設/行政施設における技術支援やネッ

トワーキング（成果 3） 
－バランガイ・ヘルス･ステーション、町保健所、CHT による意識向上及びマスメディア・

キャンペーン（成果 4） 
－CHT によるコミュニティの世帯プロファイリング及び妊産婦（産前産後）の追跡、町保健

所/地区保健所及びバランガイ・ヘルス・ステーションに看護師派遣プログラムを通じて派

遣された看護師による CHT に対するモニタリング（成果 4） 
－ILHZ を通じた施設分娩、SSV・MNDR・CHT 活動促進のための地方自治体による決議/条

例 
 

（3） プロジェクトが導入した、すべての保健医療施設レベルの BEmONC/MNCHN サービスに

係る包括的な品質管理体制の構築（具体的には SSV 、MNDR、レファラル体制、CHT に

よるコミュニティ・プロファイリング及び母子手帳を使用した妊産婦の追跡） 
 
５－３ 効率性 

プロジェクトの投入は質、量、タイミングともに適切であり、成果達成のために活用されて 
いることから、効率的であったといえる。調査団はインタビューを通じて次の意見を得た。 
 

（1）USAID は家族計画に特化しており、プロジェクトは他ドナーとの分野における明確な区

別がなされたうえで実施されている。USAID 及び C/P からのインタビューによると、支

援の重複はなく、また定期的な情報交換やデータの品質管理チェックにおける調整等、

緊密な連携を行っている。なお、台風ヨランダ発生後は、本プロジェクトが作成した保

健医療施設の地図や母子手帳などの資料を提供する等、他ドナーとの協調において重要

な役割を果たした。 
 
（2）JICA の他支援スキームである、「台風ヨランダ災害緊急復旧復興支援プロジェクト」や課

題別研修の戦略的な活用もプロジェクト目標達成に貢献している。 
 
（3）プロジェクトにより投入された供与機材のほとんどは効率的かつ成果の達成に貢献した。

プロジェクトは機材の入念な選定を行ったが、EVRMC へ供与した研修機材のうち、新生

児蘇生モデルや分娩台は有効活用されていないとの報告があった。 
 

５－４ インパクト 

上位目標の指標の達成度については、指標の定義の変更等により、判断することが難しい。妊

産婦死亡数、新生児死亡数、乳幼児死亡数、出生数などの報告に関する基準のあいまいさが障壁

となっている。オルモック市における新生児死亡数が 2013 年に 28、2014 年に 28 だったが、2015
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年には 102 と急激に増加している背景については、報告基準の変更により、部分的に説明がつく

可能性がある。オルモック市では、2015 年以前までは、死亡登録された死亡件数のみが報告され

ていたが、2015 年からは死亡登録の有無に限らず、すべての死亡数を集計、報告するよう変更と

なった。レイテ州の死亡数については、2011 年以降、登録されていない死亡数も集計されている。

2011 年から 2014 年までの死亡数は、住民登録地に基づき集計されていたが、2015 年からは死亡

発生地に基づき集計する方法に変更された。レイテ州及びオルモック市の施設分娩率は、終了時

評価時点では達成されている。 
一方、プロジェクトの実施により、以下の正のインパクトが認められた。なお、負のインパク

トは確認されなかった。 
 

（1）レイテ州では当初対象施設となっていた町保健所は 18 カ所であったが、結果的にプロジ

ェクト活動は州全域で実施された。同様にオルモック市では 5 地区保健所のみが対象施

設となっていたが、6 地区保健所まで活動が広がりをみせた。プロジェクト対象地域と対

象外地域との差が生じないよう、保健省はレイテ州保健局及びオルモック市保健局と連

携し、他ドナーの支援も活用しながら、プロジェクト対象外地域への BEmONC 研修の実

施と機材供与を支援した。その結果、レイテ州の 95％及びオルモック市の 100％の保健

医療施設が BEmONC 施設となった。 
 

（2）プロジェクトが開発した研修ガイドライン/マニュアル、資料等が東ビサヤ地域のプロジ

ェクト対象外州のみならず、コーディレラ地域においても新たに活動を導入する一助と

なった。MNDR の実施についてコーディレラ地域やその他の地域からスタディツアーを

受け入れた実績があるほか、MNDR マニュアルは他のドナーにも共有されている。 
 

（3）プロジェクトの C/P が国際会議等に出席することにより、本プロジェクトの成果を他地

域へと伝える場として機能した。 
 
５－５ 持続性 

本プロジェクトの持続性については C/P 機関や対象施設が、現在の母子保健サービスの質を引

き続き維持できれば、高いと見込まれる。 
 
（1）制度面 

－レイテ州の全自治体町長による全母子保健関連の政策に係る決議（①施設分娩、②保険未

加入者対象の施設利用費制度、③ボランティアへのインセンティブの支払い）及びその実

施を進めるためのさらなる決議がなされた。オルモック市については既に母子保健関連に

関する条例が施行されていた。 
－保健省による CHT へのインセンティブの支払いが 2016 年に停止となったが、フィリピン

健康保険公社プログラム（Maternal Care Incentive Program：MCIP）により、母子保健サー

ビスの実績に応じた CHT へのインセンティブの支払いが既に幾つかの市町村で開始され

ている。また、保健省は CHT の機能をバランガイ・ヘルス・ワーカーに統合して CHT 活

動を維持するよう計画している。 
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－地方自治体首長により、MNDR、SSV、レファラル体制に関する決議/条例が署名され、こ

れらの活動が制度化されている。 
－保健省のイニシアティブを通じた、サービス提供ネットワーク（SDN）の確立も、制度面

における本プロジェクトの持続性の確保へ貢献している。 
－2016 年 5 月の国内選挙による地方自治体首長の交代は、プロジェクト成果の持続性におけ

る懸念材料となる可能性がある。 
 

（2）財政面 
－C/P 側のプロジェクト費用負担割合の段階的増加により、既に主なプロジェクト活動に対

する C/P による予算確保がなされている。 
－SSV に関しては、保健医療従事者のモチベーションも総じて高く、その重要性を認識して

いる。幾つかの自治体では SSV チームが町保健所（Rural Health Unit：RHU）を訪問する

際の移動手段が提供されていないが、自己予算や CHTF を活用している自治体もある。 
－フィリピン健康保険公社による町保健所・地区保健所に対する還付金支払いの増加は財政

面における持続性の担保となる。 
－保健省は地域内のレファラル体制をモニタリングするための予算を配分している。 

 
（3）技術面 

－BEmONC サービスに係る包括的な品質管理体制の確立により、保健医療施設における

BEmONC サービスの質はプロジェクト完了後も維持されることが期待されている。 
－レファラル体制については、レファラルスリップの回収に約 1 カ月要しており、レファラ

ル結果を適切にフィードバックできていない保健医療施設があることが分かった。そのた

め、レファラル・フローについてはプロジェクト完了までに今一度見直し、改善していく

余地がある。 
－保健省は SSV の結果をモニタリングするためのテクニカル・ワーキング・グループを既に

確立している。 
 
５－６ 結 論 

本プロジェクトは MNCHN 戦略が特定するすべての必要な構成要素（コンポーネント）が、丁

寧かつ包括的に実施された結果、期待された目的を達成し、また必要な構成要素を制度化するこ

とが地方分権化された体制においても可能であることを示した。フィリピンと日本の双方の強い

コミットメント、プロジェクト目標への相互理解により、プロジェクト活動は中間レビュー以降

も加速した。 
今次調査を通じて、プロジェクトの妥当性、有効性、効率性、持続性は高いと判断された。プ

ロジェクト終了後の持続性確保には、フィリピン側の強いオーナーシップが必要な役割を果たし

ている。インパクトについては、上位目標の指標の集計・報告基準が標準化されていないため、

終了時評価時点では判断できないが、多くの正のインパクトが確認された。 
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第６章  提言と教訓 
 
６－１ 提 言 

調査団は、台風ヨランダによる甚大な被害にもかかわらず、現時点におけるプロジェクトの達

成、及び対象施設におけるすべての保健医療サービスの提供者に対して、プロジェクト実施への

多大なる尽力に敬意を表する。同時に、調査団は以下の提言が、残りのプロジェクト期間でより

効果を高めるために、プロジェクトの実施を通じて、東ビサヤ地域の母子保健分野におけるさら

なる進展及び改善をもたらすことを願い、取りまとめる。 
 

（1）CHT 活動の継続性 
保健省から CHT 活動のための資金（もしくはインセンティブ）が中断されたが、CHT の

仕事である、妊婦・産婦の追跡や対象妊婦リスト（Target Client List：TCL）の更新、さらに

すべての生殖可能年齢の女性たちのフォローアップを行うだけではなく、安全な水と衛生、

就学児童の教育に関する情報等は、各バランガイにおいて重要な資産である。 
CHT 活動が維持できるよう、インセンティブについては地方自治体、もしくはフィリピン

健康保険公社の MCIP プログラム等を十分に活用すべきである。同時に、保健省が現在進め

ているバランガイ・ヘルス・ワーカーに対する CHT の機能の付与に関してもより一層充実さ

せていくべきである。 
MCIP プログラムは、住民に近い立場で（特に生殖可能年齢の女性たちに対し）活動して

いるという CHT の特性を生かし、課題である妊娠初期における第 1 回目の産前健診受診率の

向上に大きく貢献し得る。産前健診、施設分娩及び産後健診受診を徹底させるための CHT
へのインセンティブは、制度設計（支払いの設定、タイミング）を適切に行ったうえで、す

べての対象地域において、導入されることが期待される。 
 

（2）MNDR の持続性 
調査団は MNDR が、すべての参加者にとって共有と学びの場としての素晴らしいフォーラ

ムであることを確認した。また、MNDR は保健システムとレファラル病院のネットワーク及

び ILHZ で働く保健医療従事者を強化することに貢献する。プロジェクトは、セーフ・マザ

ーフッド・プログラム/RA10354 よりも高い目標を設置し、地方自治体と保健医療従事者の尽

力によって、おおむね目標を達成した。 
特に、調査団は EVRMC の産科専門医の参加及び技術的なインプットが、MNDR の参加者

に多くの学びを与えていることを現地で確認したことから、州保健局や市保健局はスケジュ

ール調整や EVRMC やその他郡病院・州病院・私立病院等からの招へいにかかる費用（例：

交通費等）を MNDR 実施のための予算の一部として確保することが望まれる。 
また、MNDR での提言や合意されたアクションについては、SSV の枠組みを活用する、も

しくは他の枠組みも活用して十分なフォローを行い、より行動指向的な MNDR の実施にして

いく必要がある。 
さらに、現在保健省本省が作成している新生児死亡症例検討会マニュアルについても、東

ビサヤ地域での MNDR の実践から得られた教訓（特に新生児死亡症例）を保健省と適切に共

有し、より良い国のガイドライン作りに貢献していくべきである。 



－25－ 

（3）SSV の持続性 
調査団は、SSV が町保健所/地区保健所における BEmONC チームの技術を補充・最新化す

るために、大変貢献していることを確認した。 
SSV を着実に継続していくために SSV チームのスケジュールの調整、人材の確保を着実に

行うとともに、交通手段・交通費の確保について、ILHZ からの共同保健信託基金もしくは

地方自治体等から継続的に拠出を行う必要がある。 
将来的に、町保健所/地区保健所の BEmONC チーム間で BEmONC 技術が定着するように

なれば、SSV のツールについては、将来的に SSV 対象者の技術の習得レベル及び MNDR に

おいて分析された課題・アクションプランの内容に応じて、軽重をつけて柔軟に活用してい

くことを検討していくべきである。また、SSV 実施頻度についても、状況に応じて再検討さ

れるべきである。 
調査団は BEmONC のモニタリングのための SSV については、本プロジェクトにおいて産

前健診サービスにおける試験室（所）テストの改善等、サービスの質の維持･向上のために有

効であることが認められ、決議及び条例により、多くの自治体において正式な制度となって

いることを確認した。 
プロジェクト終了までに、保健省東ビサヤ地域局が SSV のテクニカル・ワーキング・グル

ープのみならず、MNDR、レファラルシステムを展開する活動を広げていくことが奨励され

る。 
加えて、調査団は、保健省が SSV チームを組織している CEmONC（包括的緊急産科・新

生児ケア）施設に対する SSV を導入することで、BEmONC サービス提供のための SSV 体制

の質の維持・向上のみならず、CEmONC 施設における CEmONC サービスの質を維持・最新

化していくために SSV を導入する可能性を探ることが期待される。 
 

（4）レファラル体制 
調査団は、レファラル病院からの受入時スリップ及びリターンスリップの回収率が改善し

ていることを確認したが、レファラル体制については依然改善の余地があることが判明した。

受入時スリップ及びリターンスリップによる施設間の情報共有、CHT による患者のフォロー

アップ及び施設間における直接的なコミュニケーションは、特に即座のフォローが必要なケ

ース等、大きな役割がある。それはリターンスリップがより用いられる機会をもつというこ

とになる。 
受入時スリップ及びリターンスリップの回収率を向上することは将来的には大切だが、リ

ターンスリップを可能な限り早期に回収し、リターンスリップに記載されているフィードバ

ックの内容を有効活用していくことも等しく重要である。搬送された患者の状態や必要なフ

ォローアップを把握することにより、レファラルのモニタリング体制が強化されることにつ

ながる。 
また、他の技術プログラムのモニタリング体制との調和を図り、レファラルのモニタリン

グ体制を強化するために、ILHZ ごとにレファラルに関する定期的な協議を実施することが

望まれる。 
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（5）記録用紙等の見直し 
調査団は、保健医療施設における記入/記録フォームについて、各プログラムが要求する情

報の項目が重複しており、同じ項目を複数回報告する必要が生じている状況を確認した。現

場における記入/記録の負荷の増大により、患者に割くべき時間に影響が生じている。新たに

技術プログラムを導入する際は、保健省はフォームを増やすのではなく、既存のフォームの

使用、もしくは項目を見直し統一したフォームの作成を検討することが望ましい。プロジェ

クト終了時までに、プロジェクトメンバー（日本人専門家）は、保健省東ビサヤ地域局が、

本プロジェクトで活用されている記入/記録フォームのデータ項目に重複事項がないか見直

しを行う支援をすることが奨励される。 
 

（6）営業許可証の必要条件の順守 
調査団は、保健省から発行される保健医療施設の営業許可証の必要基準を満たすために、

幾つかの保健医療施設では施設の拡張が要求されている状況にあることを確認した。施設の

改修に関しては、5 年以内の猶予期間における施設改修が必要となるが、質の高いサービス

提供のためには、できるだけ早期に地方自治体が施設改修を行うべきである。 
 

（7）産前産後健診率の定義について 
産前産後健診受診率は、保健省が定めた 2.7％の定数を用いた推計妊婦数を基に算出され

ている。保健省は既に実際の出産数を用いて産前産後健診率を算出するように発表している

が、保健省は新定義について統一化し、傾向を正確に分析していくことが奨励される。 
CHT の努力により住民の実数に近い人口データが得られるプロジェクト地域が多くみら

れ、将来的にはこれらの CHT が算出するデータを有効活用した、より正確な統計（保健指標）

が得られるように検討を進めるべきであると考える。また、CHT は住民登録・人口動態統計

（CRVS）のより正確な実施においても貢献し得ると考える。地方自治体や関係機関と連携

し、CRVS システムの改善に向けて、保健分野が重要な役割を果たすことが可能である。 
 

（8）指標の定義の標準化 
調査団は、指標が標準化されていないため、年ごとの指標を比較することが困難であるこ

とに直面した。例えば、オルモック市では新生児死亡数は 2014 年まで死亡登録数が用いられ

ていたが、2015 年からは保健医療従事者及び CHT により、保健医療施設内外で記録された、

すべての死亡数が報告されることになった。したがって、保健省は報告基準を標準化する必

要がある。プロジェクトメンバー（日本人専門家）は、妊産婦死亡数、新生児死亡数、乳幼

児死亡数及び出生数/出産数に関しては、プロジェクト終了時までに、上位目標の指標の動向

をみるためにも同一の基準に基づいたデータの入手及び分析が望まれる。  
 

（9）東ビサヤ地域内の他州及び他市における BEmONC モニタリング体制の拡大 
保健省東ビサヤ地域局は、プロジェクト対象外州へと SSV、MNDR 及びレファラル体制に

係る活動を展開させるための地域普及計画を、教訓に基づき、プロジェクト終了前までに策

定することが望まれる。 
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（10）BEmONC サービスの品質管理の枠組みの制度化 
調査団は、SSV を含めた BEmONC の品質管理の枠組みが、BEmONC チームが技能を維持

するために効果的な BEmONC モニタリングの手法であることを確認した。加えて、地方自

治体における SSV 実施に関する条例の施行は同枠組みの制度化及び持続性の確保に貢献し

ている。 
したがって、保健省は他州においても、条例の施行等を通じて BEmONC サービスの質を

維持するための枠組みを制度化させることを検討するべきである。 
 
６－２ 教 訓 

 台風ヨランダの被害にもかかわらず、プロジェクトは顕著な成果と正のインパクトが得られた。

プロジェクトから導き出された教訓を以下に取りまとめた。 
 

（1）プロジェクトの初期の段階から、USAID が実施するプロジェクトとの分野における明確

な区別がなされていた。JICA は母子保健を、USAID は家族計画に関するプロジェクトをそ

れぞれ支援した。実施の段階では、プロジェクト活動について USAID と定期的に情報共有

され、これらは支援分野における不必要な重複を避けるとともに、効果的な資源の配分にも

つながった。 
 

（2）プロジェクト目標の達成及びプロジェクト活動の制度化に成功した要因は、フィリピン

が有する既存のメカニズムに一致させ、これらを有効活用するようにプロジェクトが設計さ

れていたことが挙げられる。技術面では、プロジェクトは BEmONC サービスの質のモニタ

リング・管理を行うため、すべての保健医療施設及び行政レベルにおける BEmONC サービ

スに係る包括的な品質管理体制を強化した。同時に、プロジェクトは上記の包括的な品質管

理体制が制度化されるよう、ILHZ の活性化を通じた地方自治体の関与、及び母子保健関連

の政策の策定を促進した。地方分権化された保健システムの枠組みにおいて、地方自治体の

コミットメントが財政面における持続性の確保にも寄与した。 
 

（3）台風ヨランダによる被災時には、多くの開発パートナーが即時に被災者への緊急医療サ

ービスの提供を行うなか、プロジェクトは事務機材を提供するなど保健医療行政の回復に努

めた。保健医療行政の機能回復は、通常優先度が低くなりがちだが、従来の保健医療サービ

スへの早期回復、また円滑なプロジェクト活動の再開に貢献した。 
 

（4）プロジェクトの成果は、東ビサヤ地域内及び地域外において、相互学習のプラットフォ

ーム（例：スタディツアー、国際会議等）を通じて普及された。プロジェクトの活動の効果

的な普及を行うために、このような機会を戦略的に活用していく必要がある。しかしながら、

他地域がプロジェクトにより紹介された活動を実際に適用させていくためには中央政府か

らのガイダンスが必須である。  
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第７章 所 感 
 

７－１ 団長所感 

 JICA の母子保健協力の一つの方針に母子保健をエントリーポイントにユニバーサル・ヘルス・

カバレッジ（UHC）達成に貢献するということがある。母子保健サービスは人の住むところどこ

でも必要になるサービスであり、質の高い母子保健サービスを提供することで、住民の保健医療

施設への信頼も高まり、アクセスの向上に寄与するというねらいである。本案件は、母子保健サ

ービス向上のための人材育成及びシステム整備を行っており、同時にフィリピン健康保険公社が

担っている医療保険制度を積極的に活用していることから、住民による保健医療施設への物理的

アクセスの向上及び経済的なアクセスの向上に寄与している。そうした意味で、本プロジェクト

は UHC 達成への貢献を踏まえた今後の JICA の母子保健協力の方向性を検討するうえで学びに満

ちたプロジェクトであるといえる。 
 また本プロジェクトでは、バランガイ・ヘルス・ワーカー及び CHT が地域に住む住民全員を把

握し、きめ細かくフォローする体制も強化されている。近年母子保健強化を巡る動き、特に Global 
Financing Facility 等の議論において CRVS の強化が話題になっている。これはサービスを提供す

べき対象を漏れなく把握することの重要性を認識してのことである。CRVS 自体は通常内務省や

自治体が管轄しているが、多くの途上国で住民の登録については十分ではないケースが多い。フ

ィリピン、特にプロジェクトサイトにおいては、CHT メンバーが毎年初頭に管轄する全家庭を訪

問し、家族構成、年齢などの情報をアップデートしており、この住民リストによってほぼすべて

の住民を把握することが可能となっている。このリストはバランガイレベルでは保健分野を超え

て、教育分野などでも活用されている事例もあり、行政上も重要な資産となっていることが確認

できた。今回の調査においても、各種統計をまとめる際の分母となる人口について一部不明瞭な

事項があり、プロジェクト成果の取りまとめで支障を来した。こうした住民把握の仕組みを有効

に活用することで、今後のフィリピンにおける UHC 達成にも大いに寄与することが期待される

ことから、保健省への提言に含めることとした。こうした取り組みについては、将来的に母子保

健と CRVS の強化と活用という文脈で国際場裏での議論にも寄与できる可能性が高いことから、

今後のフィリピン内外でのプロジェクトにおいて参考にしていくこととしたい。 
 プロジェクト実施期間中には台風の被害に遭い、多くの成果が失われそうになったが、フィリ

ピン側日本側双方の関係者の尽力により、プロジェクト延長期間内に当初目標が達成される見込

みであることが確認された。関係者の努力に敬意を表したい。 
 
７－２ 技術参与所感 

 フィリピンにおいて母子保健指標の改善は依然として課題である。フィリピンでは、母子保健

に資する国の政策はあるが（MNCHN 政策、SDN、ILHZ、フィリピン健康保険公社等）、地方分

権下でいかにそれらを実施し、必須サービスを対象者にあまねく提供するかという課題に苦慮し

てきた。本プロジェクトは、そのような文脈において、実施すべきことを実施すべき各所に丁寧

につないでいくことで、期待する結果は得られ、実施は制度化されることを示した。保健省東ビ

サヤ地域局には死亡データを含めて特に上位目標の指標データの見直しをプロジェクト終了まで

に行い、上位目標の達成の傾向を確認することが求められる。 
 フィリピン保健省が母子保健政策において、母子保健のサービスカバレッジの向上を促進する
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なかで、提供サービスの質の向上、対象者の補捉、データの分析と分析結果のサービス改善への

活用は不可欠である。本プロジェクトは、BEmONC 施設を軸足とした実施可能なアプローチを提

供している。フィリピン保健省には、アプローチの採用と、さらなる展開の方向性を示すことが

望まれる。言うまでもなく、保健省により本プロジェクトのアプローチの採用の方向性が示され

ることは、プロジェクト地域での継続性にも資する。なお、本プロジェクトと類似コンポーネン

トで構成された JICA プロジェクトが、異なる地域（コーディレラ自治区）においても実施され

ており、これまでの報告から成果が得られることが期待されている。同プロジェクトの終了時評

価調査の結果を待つ必要はあるが、期待された成果が得られれば、二つの異なる地域で、アプロ

ーチの有効性とフィージビリティが証明されることになる。 
 これまでの BEmONC 施設を基点としたサービスカバレッジの促進を超えて、これからの母子

保健提供システム強化に資する材料もまた本プロジェクトは提供している。現在、妊婦健診でリ

スクが認められた妊婦は CEmONC 施設での出産が推奨されており、妊産婦死亡あるいは、新生

児死亡の多くは BEmONC 施設外あるいは CEmONC 施設で起きており、施設間の連携及び

CEmONC 施設におけるケアの質がさらに重要になっている。保健省は、他国と同様に、母体死亡

の症例検討と並行して新生児死亡の症例検討（MNDR）を進める方向であるが、統一的な手順は

まだ示せていない。保健省版に先立ち、本プロジェクトでは地域（Region）版の MNDR マニュア

ルを作成した。実施の課題は残るが先行事例として貴重な知見を残している。本プロジェクトは

コーディレラ自治区との技術交換を実施したが、プロジェクト地域での実施強化あるいは質の向

上の契機となり得るため、他国（関連 JICA プロジェクトなど）を含めた技術交換の可能性も意

識しておきたい。 
 本プロジェクトの対象地域は、中間評価調査後に襲来した台風ヨランダにより甚大な被害を受

けた。本プロジェクトは保健行政機能の早期回復に貢献したことも、今回の調査で確認された。

本プロジェクトは被災と復興を経験した特異なプロジェクトであり、緊急災害支援後の行政機能

回復に資する支援のあり方に示唆を与えた。ヨランダ 1 カ月後に当地を訪れた当方としては、こ

こまでの回復を目にすることができ感慨深い。ここに至るには、責任感ある多くの人々のたゆま

ぬ尽力があったことを思い敬意を表したい。 
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Project Design Matrix 3

:
:

:

MNCHN
FHSIS Field Health Service Information System MCP Maternity Care Package
CEmONC Comprehensive Emergency Obstetric and Newborn Care SHP Skilled Health Professionals
BEmONC Basic Emergency Obstetric and Newborn Care CHT Community Health Team
EmONC Emergency Obstetric and Newborn Care BHS Barangay Health Station
ILHZ Inter-local Health Zone BHW Barangay Health Worker

Maternal, Neonatal, Child Health and Nutrition

２．プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM） 
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評 価 グ リ ッ ド  
 

実績・実施プロセスの確認 

評価 

項目 

評価設問 
必要な情報・データ 情報源 データ収集方法

大項目 小項目 

実績 投入 フィリピン側投入実績 カウンターパート（C/P）配置 C/P 配置実績表 資料レビュー 

インタビュー 

施設 ローカルコスト負担

実績表 

資料レビュー 

インタビュー 

プロジェクト活動費 ローカルコスト負担

実績表 

資料レビュー 

インタビュー 

日本側投入実績 専門家派遣 専門家派遣実績表 資料レビュー 

インタビュー 

C/P 研修 研修実績表 資料レビュー 

インタビュー 

供与機材 供与機材実績表 資料レビュー 

インタビュー 

プロジェクト活動費 ローカルコスト負担

実績表 

資料レビュー 

インタビュー 

活動 活動計画(PO)と実績の確認 活動計画(PO)と実績の確認 プロジェクト報告書 

活動計画（PO） 

資料レビュー 

C/P・専門家 

 

インタビュー 

質問票 

保健省東ビサヤ地域

局、州・市保健局、保

健所（HCs）、町保健所

（RHU）、バランガイ・

ヘルス・ステーション

（BHS）、地方自治体

（LGU）、病院等 

現地踏査 

成果 【成果 1】基礎的緊急産科・新生

児ケア（BEmONC）サービス提供

施設、または保健省母子保健政

策（MNCHN）行政令を実践する施

設が増加する 

指標1-1  

すべての対象施設（レイテ

州：18 町 HCs、1 地区病院、

1 町病院、オルモック市：5

地区 HCs）が、BEmONC サービ

スを提供する。 

プロジェクト報告書

業務完了報告書 

州保健局/市保健局年

次報告書 

フィリピン健康保険 

公社記録 

資料レビュー 

C/P・専門家 インタビュー

質問票 

指標1-2  

すべての対象施設（レイテ

州：18 町 HCs、オルモック

市：5 地区 HCs）が、妊産婦

ケア・パッケージ（MCP）施

設の認証を受けている。 

プロジェクト報告書 

業務完了報告書 

州保健局/市保健局年

次報告書 

フィリピン健康保険

公社記録 

資料レビュー 

C/P・専門家 インタビュー

質問票 

【成果 2】公共部門の保健医療従

事者のBEmONC/MNCHNサービス提

供に係る専門技術が向上する 

指標2-1  

すべての BEmONC チーム・メ

ンバー（医師、看護師、助産

師）が BEmONC 研修を受講す

る。 

プロジェクト報告書

業務完了報告書 

研修報告書 

技術評価報告書 

資料レビュー 

C/P・専門家 インタビュー

質問票 

  

３．評価グリッド 
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   指標2-2  

対象施設の全助産師（レイテ

州：108、オルモック市：12）

が「助産師のための妊産婦と

新生児の健康に係る能力向

上研修」を受講する。 

プロジェクト報告書

業務完了報告書 

研修報告書 

技術評価報告書 

資料レビュー 

C/P・専門家 インタビュー

質問票 

指標2-3  

研修の結果、受講者（保健医

療従事者）の 80％が満足の

いく専門技術レベルを維持

する。 

プロジェクト報告書

業務完了報告書 

研修報告書 

技術評価報告書 

資料レビュー 

C/P・専門家 インタビュー

質問票 

指標2-4  

保健省が東ビサヤ地域医療

センターを BEmONC 研修施設

として認定する。 

プロジェクト報告書

業務完了報告書 

研修報告書 

技術評価報告書 

保健省資料 

資料レビュー 

C/P・専門家 インタビュー

質問票 

【成果 3】保健省東ビサヤ地域

局 及 び 州 ・ 市 保 健 局 の

BEmONC/MNCHN サービスのマネジ

メントが強化される 

指標3-1  

妊産婦の報告死亡症例の

80％が州・自治体間保健連携

ゾーン（ILHZ）及び市レベル

において検討される。 

死亡症例検討会議事

録及びアクションプ

ラン 

プロジェクト報告書 

業務完了報告書 

資料レビュー 

C/P・専門家 インタビュー

質問票 

指標3-2  

新生児の報告死亡症例の

20％が州・ILHZ 及び市レベ

ルにおいて検討される。 

死亡症例検討会議事

録及びアクションプ

ラン 

プロジェクト報告書 

業務完了報告書 

資料レビュー 

C/P・専門家 インタビュー

質問票 

指標3-3  

妊産婦新生児死亡症例検討

の提言とアクションプラン

が保健医療施設に周知され

る。 

プロジェクト報告書

業務完了報告書 

州保健局/市保健局年

次報告書 

資料レビュー 

C/P・専門家 インタビュー

質問票 

指標3-4  

町保健所/地区保健所におい

て MNCHN/BEmONC サービス提

供のモニタリング・ツールが

活用される。 

プロジェクト報告書

業務完了報告書 

資料レビュー 

C/P・専門家 インタビュー

質問票 

指標3-5  

地域及び全国レベルで少な

くとも 10 回プロジェクトの

成果と教訓についてのプレ

ゼンテーションが行われる。

プロジェクト報告書

業務完了報告書 

資料レビュー 

C/P・専門家 インタビュー

質問票 

指標3-6  

町保健所/地区保健所で回収

されたレファラル票の割合

が増える。 

プロジェクト報告書

業務完了報告書 

病院のレファラル記

録等 

資料レビュー 
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C/P・専門家 インタビュー

質問票 

指標3-7  

すべての対象町保健所/地区

保健所に母子手帳が配布さ

れる。 

プロジェクト報告書

業務完了報告書 

州保健局/市保健局年

次報告書 

資料レビュー 

C/P・専門家 インタビュー

質問票 

指標3-8  

サポーティブ・スーパービジ

ョン（SSV）の実施率が 100％

になる。 

プロジェクト報告書

業務完了報告書 

州保健局/市保健局年

次報告書 

資料レビュー 

C/P・専門家 インタビュー

質問票 

指標3-9  

妊産婦・新生児死亡症例検討

会(MNDR)の実施率が100％に

なる。（半年ごとの州 MNDR、

四半期ごとの市MNDRと ILHZ

ベース MNDR） 

プロジェクト報告書

業務完了報告書 

州保健局/市保健局年

次報告書 

資料レビュー 

C/P・専門家 インタビュー

質問票 

【成果 4】対象施設の保健区域に

おいてコミュニティ健康チーム

（CHT）が組織化され、運営され

る 

指標4-1  

CHT ガイド修正版の有無 

プロジェクト報告書

業務完了報告書 

資料レビュー 

C/P・専門家 インタビュー

質問票 

指標4-2  

訓練を受けた CHT の指導者

数（レイテ州：36、オルモッ

ク市：10） 

プロジェクト報告書

業務完了報告書 

資料レビュー

C/P・専門家 インタビュー

質問票 

指標4-3  

対象施設の管轄地域内の優

先バランガイ（レイテ州：

269、オルモック市：36）で

CHTのオリエンテーションが

実施される1。 

プロジェクト報告書

業務完了報告書 

資料レビュー 

C/P・専門家 インタビュー

質問票 

指標4-4  

サンプル・バランガイにおい

て CHT がフォローした妊婦

の 70％が出産計画を持って

いる。 

プロジェクトによる

調査（CHT 月例報告書

等） 

プロジェクト報告書

業務完了報告書 

資料レビュー 

C/P・専門家 インタビュー

質問票 

指標4-5  

レイテ州のサンプル・バラン

ガイの 60％、オルモック市

のサンプル・バランガイの

70％の CHT が活動を実施し

ている。 

プロジェクトによる

調査（CHT 月例報告書

等） 

プロジェクト報告書

業務完了報告書 

資料レビュー 

C/P・専門家 インタビュー

質問票 

  

                                                        
1 バランガイ総数＝レイテ州：492、オルモック市：72 
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  【成果 5】対象施設の保健区域に

おいて、妊婦（とその家族）に

よる BEmONC/MNCHN サービス利用

に対する地方自治体の支援が強

化される 

指標5-1  

オルモック市とレイテ州の

対象町保健所のある町すべ

てにおいて MNCHN 関連の政

策（例：施設分娩、ユーザー

フィー制度の条例、決議）が

制定されている。 

ILHZ 決議/条例 

プロジェクト報告書

業務完了報告書 

資料レビュー 

C/P・専門家 インタビュー

質問票 

指標5-2  

オルモック市とレイテ州の

対象町保健所のある町すべ

てにおいて CHT に係る政策

（条例、決議）が制定されて

いる。 

ILHZ 決議/条例 

プロジェクト報告書

業務完了報告書 

資料レビュー 

C/P・専門家 インタビュー

質問票 

プ ロ ジ

ェ ク ト

目 標 の

達 成 状

況 

【プロジェクト目標】 

対象地域において安全な分娩及

び産前産後のケアを受ける妊産

婦及び新生児が増加する 

指標 1．対象地域における施

設分娩の比率が80％となる。

（クリーニング済み 2010 年

ベースラインデータ：レイテ

州 56％、オルモック市 65％）

プロジェクト報告書

業務完了報告書 

州保健局/市保健局年

次報告書 

フィールド保健サー

ビス情報システム

（FHSIS）データ 

指標調査報告書 

資料レビュー 

関係者〔保健省（DOH）、

LGU、RHU/地区保健所

（DHC）、医療従事者

等〕及び利用者（妊産

婦等）の意見 

C/P・専門家 

インタビュー

質問票 

指標 2．対象地域の妊婦の

45％が妊娠中に最低 4回〔う

ち 1 回は第 1 期（妊娠 12 週

まで）〕の妊産婦健診を受け

る。 

（クリーニング済み 2010 年

ベースラインデータ：レイテ

州 22％、オルモック市 28％）

プロジェクト報告書

業務完了報告書 

州保健局/市保健局年

次報告書 

FHSIS データ 

指標調査報告書 

資料レビュー 

関係者（DOH、LGU、

RHU/DHC、医療従事者

等）及び利用者（妊産

婦等）の意見 

C/P・専門家 

インタビュー

質問票 

指標 3．対象地域の産婦の

80％が最低 2 回産後健診を

受ける。 

〔クリーニング済み 2010 年

ベースラインデータ（対象施

設のみ）：レイテ州 53％、オ

ルモック市 61％〕 

プロジェクト報告書

業務完了報告書 

州保健局/市保健局年

次報告書 

FHSIS データ 

指標調査報告書 

資料レビュー 

関係者（DOH、LGU、

RHU/DHC、医療従事者

等）及び利用者（妊産

婦等）の意見 

C/P・専門家 

インタビュー 

質問票 

実施プロ

セス 

プ ロ ジ

ェ ク ト

マ ネ ジ

メ ン ト

体制 

モニタリング体制 モニタリングの実施体制（プ

ロジェクトの進捗はだれが、

どのように、どのような頻度

でモニタリングし、その結果

がプロジェクト運営に反映

されているか） 

プロジェクト報告書

業務完了報告書 

資料レビュー 

C/P・専門家 インタビュー 

質問票 
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プロジェクト・デザイン・マ

トリックス（PDM）・PO は、

活用・修正されたか 

プロジェクト報告書

業務完了報告書 

資料レビュー 

C/P・専門家 インタビュー 

質問票 

意思決定のプロセス 活動内容の軌道修正・人員の

選定等に係る決定はどのよ

うなプロセスで行われてい

るか 

プロジェクト報告書

業務完了報告書 

資料レビュー 

C/P・専門家 インタビュー 

質問票 

プロジェクト内のコミュニケー

ション 

プロジェクト内のコミュニ

ケーション（方法、頻度、計

画変更への対応、課題の解決

方法等）は適切か 

プロジェクト報告書

業務完了報告書 

資料レビュー 

日本人専門家 インタビュー 

質問票 

プロジェクトとフィリピン側関

係機関とのコミュニケーション

コミュニケーション（方法、

頻度、信頼関係の確立等）は

適切か 

プロジェクト報告書

業務完了報告書 

資料レビュー 

C/P・専門家 インタビュー 

質問票 

他ドナーとのコミュニケーショ

ン 

コミュニケーション（方法、

頻度、内容等）は適切か 

プロジェクト報告書

業務完了報告書 

資料レビュー 

関係者の意見 インタビュー 

質問票 

JICA（本部、フィリピン事務所）

とプロジェクトのコミュニケー

ション（協議・連絡）は、効果

的に行われているか 

コミュニケーション（方法、

頻度、軌道修正への迅速な対

応・助言等）は適切か 

プロジェクト報告書

業務完了報告書 

資料レビュー 

関係者の意見 インタビュー 

質問票 

技術移転の方法は適切か プロジェクトによる技術移

転の方法は適切か 

（研修内容、会議内容、成果

物等を含む） 

プロジェクト報告書

業務完了報告書 

資料レビュー 

C/P・専門家 インタビュー 

質問票 

現地踏査 保健省東ビサ

ヤ地域局、州・

市保健局、HCs、

RHU、BHS、病院

等 

C/P、関係組織、ターゲットグル

ープのプロジェクトへの参加度

相手国側責任者（プロジェク

ト責任者、関係機関の責任

者）、実施機関、ターゲット

グループのプロジェクトへ

の参加度はどの程度か 

プロジェクト報告書

業務完了報告書 

資料レビュー 

C/P・専門家 インタビュー 

質問票 

 その他 その他、プロジェクトの実施過

程で生じている問題はあるか

その原因は何か 

 プロジェクト報告書

業務完了報告書 

資料レビュー 

C/P・専門家 インタビュー 

質問票 
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5 項目評価 

5 項目 
評価設問 

必要な情報・データ 情報源 データ収集方法
大項目 小項目 

妥当性 対象地域・社会の

ニーズに合致し

ていたか 

プロジェクトは、中間評

価以降も対象地域の母

子保健政策におけるニ

ーズと合致しているか

「妊産婦・新生児死亡の早急

な削減に向けた保健セクタ

ー改革」※（MNCHN 政策） 

事前調査報告書 

中間評価報告書 

プロジェクト報告書 

資料レビュー 

フィリピンにおける母

子保健の概況はどうな

っているか 

母子保健（MCH）に関する統

計 

C/P・専門家 インタビュー 

質問票 

ターゲットグルー

プのニーズに合致

していたか 

C/P は本プロジェクトを

どのようにとらえてい

るか 

関係者の意見 事前調査報告書 

中間評価報告書 

プロジェクト報告書 

業務完了報告書 

資料レビュー 

C/P・専門家 インタビュー 

質問票 

C/P 機関における本プロ

ジェクトの位置づけは

どのようになっている

か 

関係者の意見 事前調査報告書 

中間評価報告書 

資料レビュー 

 

C/P・専門家 インタビュー 

質問票 

日本の援助政策・

JICA 国別事業実

施計画との整合性

はあるか 

 国別援助方針・事業展開計画

JICA 国別援助実施方針 

事前調査報告書 

中間評価報告書 

資料レビュー 

 

プロジェクトは、

フィリピン保健セ

クターの開発課題

に対する効果を上

げる戦略及び手法

として適切だった

か 

プロジェクトのアプロ

ーチは適切か（※） 

関係者の意見 

保健分野の他のプロジェク

トの状況 

他ドナーの母子保健プロジ

ェクトの状況 

※母子保健における開発課

題に対し、プロジェクト目

標・成果の設定は適切か 

※「活動」→「成果」→「プ

ロジェクト目標」→「上位目

標」に至る論理性、外部条件

の設定は適切か 

事前調査報告書 

中間評価報告書 

プロジェクト報告書 

業務完了報告書 

資料レビュー 

 

他ドナーとの援助協調

において、どのような

相乗効果があったか C/P・専門家 インタビュー 

質問票 

ターゲットグルー

プの選定は適切だ

ったか 

C/P 機関2はターゲット

グループ及び対象地域

を適切と考えているか

関連資料及び関係者の意見 事前調査報告書 

中間評価報告書 

プロジェクト報告書 

業務完了報告書 

資料レビュー 

男性と女性の比率は適

切か 

ターゲットグループの

規模は適切か 

C/P・専門家 インタビュー 

質問票 

ターゲットグルー

プ以外への波及性

はあったか 

 関連資料及び関係者の意見 中間評価報告書 

プロジェクト報告書 

業務完了報告書 

資料レビュー 

 

C/P・専門家 インタビュー 

質問票 

  

                                                        
2 保健省及び保健省東ビサヤ地域局などの C/P 機関。 
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 日本の技術の比較

優位性はあったか 

日本においてノウハウ

が蓄積されている分野

であったか/日本の経

験を生かせたか 

関連資料及び関係者の意見 中間評価報告書 

プロジェクト報告書 

業務完了報告書 

資料レビュー 

日本人専門家 インタビュー 

質問票 

 中間評価以降のプ

ロジェクトをとり

まく環境（政策、

経済、社会など）

に変化はあったか 

 政策、経済、社会における変

化等に関する関係者の意見

中間評価報告書 

プロジェクト報告書 

業務完了報告書 

資料レビュー 

C/P・専門家・JICA

事務所 

インタビュー 

質問票 

有効性 アウトプットは達

成されているか 

 「実績の検証」を参照 「実績の検証」を参

照 

資料レビュー 

プロジェクト目標

をどの程度達成し

ているのか 

プロジェクト目標は達

成される見込みか 

指標の達成度とその推移 「実績の検証」を参照 「実績の検証」

を参照 

プロジェクト目標の達

成に影響を与えた貢献

的な要因や阻害する要

因はあったか 

主な貢献要因 プロジェクト報告書 

業務完了報告書 

資料レビュー 

C/P・専門家 インタビュー 

質問票 

プロジェクト目標

を達成するための

アウトプットレベ

ルの外部要因に変

化はあったか 

アウトプットからプロ

ジェクト目標に至るま

での外部条件は、現時

点においても正しいか

PDM 

関連資料及び関係者の意見

C/P・専門家 インタビュー 

質問票 

外部条件はアウトプッ

ト産出に影響を与えた

か 

プロジェクト報告書 

業務完了報告書 

資料レビュー 

アウトプットはプ

ロジェクト目標を

達成するのに貢献

しているか 

公共部門の保健医療従

事者の BEmONC/MNCHN サ

ービス提供に係る専門

技術は向上しているか

関連資料及び関係者の意見 C/P・専門家 インタビュー 

質問票 

対象施設の保健区域に

おいて CHT は順調に運

営されているか 

プロジェクト報告書 

業務完了報告書 

資料レビュー 

対象施設の保健区域に

おいて、妊婦とその家

族による BEmONC/MNCHN

サービス利用に対する

地方自治体の支援が強

化されたか 

効率性 アウトプットの産

出状況は適切か 

 実績と計画値の比較 プロジェクトの実績

の項「成果の達成状

況」を参照 

資料レビュー 

達成されたアウト

プットからみて、

投入の質、量、タ

イミングは適切か 

・専門家派遣実績（専

門性、派遣人数、タイ

ミング）は適切であっ

たか 

・供与機材実績（性能、

数、タイミング） 

 プロジェクト報告書 

業務完了報告書 

資料レビュー 
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・C/P 研修の質（内容、

期間、タイミング） 

・C/P の配置（専門性、

人数、能力、タイミン

グ） 

・プロジェクト運営費

（金額、タイミング）

・C/P 提供施設・人件費、

活動費用等（品目、数、

質、金額、タイミング

等） 

C/P・専門家 インタビュー 

質問票 

アウトプット達

成に影響を与え

た貢献的な要因

や阻害する要因

はあったか 

 関係者の意見 

 

C/P・専門家 インタビュー 

質問票 

プロジェクト報告書 

業務完了報告書 

資料レビュー 

インパク

ト 

上位目標はプロ

ジェクトの効果

として発現が見

込まれるか 

プロジェクト終了後（3

～5 年以内に）、上位目

標は達成される見込み

か 

計画と実績及び指標の推移

関係者の意見 

プロジェクト報告書 

業務完了報告書 

資料レビュー 

C/P・専門家 インタビュー

質問票 

上位目標の達成

を阻害する要因

はあるか 

 関連資料及び関係者の意見 プロジェクト報告書 

業務完了報告書 

資料レビュー 

C/P・専門家 インタビュー 

質問票 

上位目標以外の

正負のインパク

トは生じたか 

フィリピンの国家レベ

ルにおける保健システ

ムの改善に影響を与え

ているか 

関連資料及び関係者の意見

経済・社会統計資料数値の変

化 

（政策、法律、制度、基準の

整備への影響等） 

プロジェクト報告書 

業務完了報告書 

資料レビュー 

C/P・専門家 インタビュー 

質問票 

対象地域の保健区域に

おける MNCHN 関連の政

策（例：施設分娩、ユ

ーザーフィー制度の条

例、決議等）の制定数

の変化 

関連資料及び関係者の意見

（MNCHN関連の政策における

変化の推移） 

プロジェクト報告書 

業務完了報告書 

資料レビュー 

C/P・専門家 インタビュー 

質問票 

他の地域への波及効果

はあったか 

関連資料及び関係者の意見 プロジェクト報告書 

業務完了報告書 

資料レビュー 

 

C/P・専門家 インタビュー 

質問票 

対象社会、プロジェク

ト関係者、受益者への

経済的影響などがみら

れたか 

関連資料及び関係者の意見

経済・社会統計資料数値の変

化 

C/P・専門家 インタビュー 

質問票 

プロジェクト報告書 

業務完了報告書 

資料レビュー 
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  ジェンダー、人権、貧

富など社会・文化的側

面への影響により、異

なったインパクトが生

じているか 

関連資料及び関係者の意見

経済・社会統計資料数値の変

化 

※事前評価表に記載のある

負のインパクトを受ける可

能性があるグループ〔貧困

層、TBA（伝統的産婆）/Hilot、

民間の開業助産師等〕にも留

意する。 

C/P・専門家 インタビュー 

質問票 

プロジェクト報告書 

業務完了報告書 

資料レビュー 

その他（正負の）影響

はあるか 

関連資料及び関係者の意見 プロジェクト報告書 

業務完了報告書 

資料レビュー 

C/P・専門家 インタビュー 

質問票 

持続性 ＜政策・制度面＞

MNCHNに係るフィ

リピン政府の政

策支援は協力終

了後も継続する

か 

プロジェクトが導入し

た活動についてフィリ

ピン政府の政策文書も

しくは行動計画等にお

いて継続的に行うこと

が明文化されているか

フィリピン政府の政策・方針 保健医療政策文書 

プロジェクト報告書 

業務完了報告書 

資料レビュー 

C/P・専門家 インタビュー 

質問票 

＜組織面＞ 

協力終了後も効

果を上げていく

ための活動を実

施するに足る組

織能力、オーナー

シップを有して

いるか 

（人員配置、組織構造、

意思決定プロセス等）

 

 

 

 

 

・フィリピン国の組織能力及

び人材配置計画は、プロジェ

クト効果を継続・普及するの

に十分か 

・C/P の定着度 

・ILHZ ベース＆州・市によ

る MNDR、SSV の確立及び定着

度 

プロジェクト報告書 

業務完了報告書 

資料レビュー 

 

C/P・専門家 インタビュー 

質問票 

＜財政面＞ 

プロジェクト成

果の継続・普及に

必要な予算は確

保される見込み

か 

 MNCHNサービス提供の実施に

必要な予算措置を行ってい

るか 

※例：保健省、LGU 他 

プロジェクト報告書 

業務完了報告書 

資料レビュー 

C/P・専門家 インタビュー 

質問票 

＜技術面＞ 

C/P の技術・能力

は、独自に活動を

継続するレベル

に達したか（達す

る見込みか） 

・移転された技術は実

施機関内で継続してい

く見込みか 

・活動を継続する仕組

みが構築されているか

（①指導役人材の有

無、②技術移転のため

のマニュアル等の有

無、③モニタリングの

ためのツール/仕組み

等はあるか） 

・研修システムの確立 

・モニタリング能力（MNDR、

SSV のモニタリング等）

・レファラルシステムの確

立 

・CHT 活動 

プロジェクト報告書 

業務完了報告書 

資料レビュー 

C/P・専門家 インタビュー 

質問票 

＜技術面＞ 

資機材の維持管

理は適切に行わ

れる見込みか 

 

 

 

 

・SSV を通じた機材維持管理

システムの確立 

プロジェクト報告書 

業務完了報告書 

資料レビュー 

C/P・専門家 インタビュー 

質問票 

 ＜その他＞ 

持続性の発現の

要因、阻害要因は

あるか 

 （予想される）要因の特定 プロジェクト報告書 

業務完了報告書 

資料レビュー 

C/P・専門家 インタビュー 

質問票 
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